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お
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節
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の
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の
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第
四
章

選
挙
法
に
お
け
る
政
党
の
地
位

選
挙
法
は
議
会
法
と
な
ら
ん
で
政
党
と
最
も
結
び
つ
き
の
深
い
立
法
の
分
野
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
政
党
が
選
挙
法
に
お
い
て
い
か
な

る
地
位
を
占
め
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。

フ
ラ

γ
ス
に
お
い
て
、
選
挙
法
が
政
党
を
対
象
と
す
る
規
定
を
置
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
、
選
挙
は
制
度
上
は
政
党
聞
の
争
い
と

し
か
し
一
八
四
八
年
か
ら
次
第
に
発
達
し
、
第
四
共
和
制
の
下
で
全
面
的
開
花
を
見
せ
た
名
簿
投
票
制
は
、
事

は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

実
上
、
選
挙
を
名
簿
作
成
者
た
る
政
党
閣
の
争
い
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

以
下
、
第
一
節
で
は
第
三
共
和
制
以
前
の
名
簿
投
票
制
の
展
開
の
過
程
を
跡
づ
け
、
選
挙
が
事
実
上
政
党
の
聞
の
争
い
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
て
来
た
過
程
を
考
察
す
る
。
第
二
節
で
は
第
四
共
和
制
下
の
名
簿
投
票
制
の
下
に
お
い
て
政
党
が
ど
の
よ
う
な
地
位
を
与
え
ら
れ
て
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い
た
か
を
考
察
す
る
。
第
三
節
で
は
第
五
共
和
制
の
選
挙
制
度
の
下
に
お
け
る
政
党
の
地
位
を
考
察
す
る
。

第
一
節

名
簿
投
票
制
の
採
用
に
よ
る
政
党
勢
力
の
優
遇

一
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
下
院
の
選
挙
制
度
の
概
観

フ
ラ
ン
ス
で
は
一
八
四
八
年
に
成
年
男
子
に
よ
る
普
通
選
挙
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
時
以
来
第
四
共
和
制
に
至
る
下
院
の
選
挙
制
度
は

(
第
三
共
和
制
以
前
)

次
の
と
お
り
で
あ
る
ハ
そ
の
内
容
は
二
以
下
で
説
明
す
る
)
。

。
一
八
四
八
年
三
月
五
日
の
デ
ク
円
)
県
を
選
挙
区
と
し
、
候
補
者
名
簿
を
使
用
。

。
一
八
四
九
年
三
月
一
五
日
の
選
挙
法
)
県
を
選
挙
区
と
し
、
候
補
者
名
簿
を
使
用
。

。
一
八
五
二
年
二
月
二
日
の
組
織
令
(
伝
2
2
2
m
g
されい〕

。
一
八
七
三
年
二
月
一
八
日
の
法
律

o

一
八
七
五
年
二
月
三

O
日
の
組
織
法

(
E
C者
五
&

。
一
八
八
五
年
六
月
一
六
日
の
選
挙
法
〉

。
一
八
八
九
年
一
月
一
三
日
の
選
挙
法
)

。
一
九
一
九
年
七
月
二
一
日
の
選
挙
法
)

。
一
九
二
四
年
三
月
二

O
日
の
選
挙
法
)

。
一
九
二
七
年
七
月
二
一
日
の
選
挙
民
)

フランス憲法における政党の地位伺(完)

(
第
三
共
和
制
〉

小
選
挙
区
・
単
記
・
二
回
投
票
制
。

先
の
一
八
五
二
年
法
を
維
持
し
つ
つ
当
選
に
要
す
る
得
票
数
を
変
更
。

基
本
的
に
は
先
の
一
八
五
二
年
二
月
二
日
の
組
織
令
を
借
用
。

県
を
選
挙
区
と
し
、
候
補
者
名
簿
を
使
用
。

小
選
挙
区
・
単
記
・
二
回
投
票
制
。

県
を
選
挙
区
と
し
、
候
補
者
名
簿
を
使
用
。

県
を
選
挙
区
と
し
、
候
補
者
名
簿
を
使
用
。

小
選
挙
区
・
単
記
・
二
回
投
票
制
。

北法28(1・137)137 



説

右
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

一
八
四
八
年
以
降
第
四
共
和
制
に
到
る
ま
で
、
県
を
単
位
に
し
名
簿
を
用
い
た
選
挙
制
度
と
小
選
挙
区

制
・
単
記
・
二
回
投
票
制
度
と
の
い
ず
れ
か
が
採
用
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。

一
八
五
二
年
の
単
記
・
二
回
選
挙
制
度
は
、

い
わ
ば
そ
の

北法28(1・ 138)138 

論

後
の
同
種
の
選
挙
制
度
の
原
型
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
第
一
回
選
挙
で
当
選
と
な
る
た
め
に
は
投
票
者
数
の
過
半
数
で

且
つ
登
録
さ
れ
た
選
挙
人
数
の
四
分
の
一
以
上
の
得
票
を
要
し
、

第
一
回
選
挙
で
当
選
し
た
者
、
か
い
な
い
場
合
は
第
二
回
選
挙
が
行
わ

れ
、
第
二
回
選
挙
で
は
相
対
多
数
で
当
選
者
が
定
め
ら
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

名
簿
を
用
い
た
投
票
制
度
は
、

一
八
四
八
年
に
は
じ
め
て
採
用
さ
れ
、

そ
の
後
何
度
か
採
用
さ
れ
た
が
、

そ
の
態
様
は
か
な
り
の
変
化

を
示
し
て
い
る
。
名
簿
投
票
制
の
変
化
・
発
展
は
次
第
に
名
簿
と
政
党
と
の
関
連
が
密
接
に
な
る
発
展
の
過
程
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要

で
あ
る
o

以
下
主
要
な
名
簿
投
票
制
の
歴
史
を
追
っ
て
見
て
い
く
。

一、

一
八
四
八
年
の
名
簿
投
票
制

一
八
四
八
年
に
初
め
て
普
通
選
挙
(
男
子
の
み
)
が
実
施
さ
れ
た
時
の
選
挙
法
で
あ
る
一
八
四
八
年
三
月
五
日
の
デ
ク
レ
は
名
簿
投
票

制
を
採
用
し
た
。
そ
の
内
容
を
概
観
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

選
挙
区
は
県
を
単
位
と
し
、
選
挙
区
で
あ
る
県
に
対
し
て
、
人
口
四
万
人
に
つ
き
一
人
の
議
員
が
与
え
ら
れ
る
(
フ
ラ
ン
ス
本
土
で
八

八
四
人
の
議
員
を
選
出
)
。
各
候
補
者
は
、
「
単
独
で
又
は
名
簿
の
一
員
と
し
て
」
選
挙
戦
に
臨
む
。

選
挙
人
は
選
挙
区
の
議
員
定
員
の
数
だ
け
投
票
権
を
も
っ
(
た
だ
し
一
人
の
候
補
者
に
対
し
て
は
一
票
し
か
投
じ
る
こ
と
は
で
き
な

い〉
o

選
挙
人
は
候
補
者
個
人
に
投
票
す
る
の
で
あ
っ
て
、

異
な
る
名
簿
の
候
補
者
に
対
し
て
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

具
体
的
に
は

選
挙
人
は
自
分
で
候
補
者
名
を
記
載
し
た
投
票
用
紙
を
投
ず
る
か
又
は
候
補
者
か
ら
渡
さ
れ
た
投
票
用
紙
|
|
こ
れ
に
変
更
を
加
え
る
こ

い
ず
れ
か
の
方
法
を
と
る
。
当
選
者
は
得
票
の
多
い
順
に
決
め
ら
れ
、
定
員
に
至
る
迄
の
者
が
当
選

と と
なが
るつ許
0己さ

れ
る

を
投
ず
る
治、



こ
の
選
挙
制
度
に
お
い
て
は
、
選
挙
人
は
候
補
者
個
人
に
投
票
す
る
の
で
あ
り
、
当
選
者
の
決
定
に
お
い
て
は
名
簿
は
何
の
役
割
も
果

さ
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
制
度
は
厳
格
な
意
味
で
は
名
簿
投
票
制
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
制
度
の
制
定
経
過
を
見
る
と
政
府
は
当
初
県
の
枠

を
無
視
し
て
全
国
を
碁
盤
の
自
に
仕
切
っ
て
議
員
の
数
だ
け
の
選
挙
区
を
つ
く
る
方
法
を
考
え
た
が
、
こ
の
案
の
実
施
に
多
く
の
時
間
が

か
か
る
た
め
県
を
単
位
と
す
る
名
簿
投
票
制
が
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
県
単
位
・
名
簿
投
票
制
を
提
案
し
た

を
単
位
と
す
る
従
来
の
選
挙
方
法
は
を
受
け
や
す
い
と
し
て
そ
の
弊
害
を
力
説
し
、

Z
R
E
2
は
教
区

(
n
r
n
r
q
)

「
地
方
的
影
響
」

を
も
た
ら
す
と
言
っ
た
。

こ
の
選
挙
制
度
の

単
記
投
票
制
は
「
所
有
者

以
上
の
制
定
経
過
か
ら
見
て
、

(
℃
円
。
日
)
片
山
ふ
た
ニ
円
。
回
一
)

の
議
院
」

中
心
的
意
義
は
小
選
挙
区
制
か
ら
県
単
位
の
選
挙
制
度
に
し
た
点
に
あ
り
、
名
簿
の
使
用
は
そ
れ
に
付
随
し
て
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
で
あ

る
と
言
え
る
。

、

一
八
八
五
年
の
名
簿
投
票
制

フランス憲法における政党の地位同(完)

第
三
共
和
制
初
期
に
制
定
さ
れ
た
一
八
八
五
年
六
月
一
六
日
の
選
挙
法
は
名
簿
投
票
制
を
採
用
し
た
。
同
法
の
規
定
す
る
選
挙
制
度
の

概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

県
が
一
つ
の
選
挙
区
を
形
成
し
、
人
口
数
に
比
例
し
た
議
員
数
(
人
口
七
万
人
に
つ
き
一
人
の
議
員
、

た
だ
し
最
小
限
で
も
一
県
に
三

が
県
に
与
え
ら
れ
る
。

選
挙
人
は
選
挙
区
の
定
員
数
だ
け
投
票
権
を
も
ち

ヘ
h

}

ご

-

J

、

f
J
j
T
l
 

一
人
の
候
補
者
に
対
し
て
は
一
票
し
か
投

人じ
る
こ
と
が
出
来
な
い
て
異
な
る
名
簿
の
候
補
者
に
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
回
投
票
制
が
採
用
さ
れ
た
点
が
一
八
四
八
年
の
選
挙
制
度
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
即
ち
第
一
回
投
票
で
有
効
投
票
の
過
半
数
の

~r法28(1・ 139)139 

得
票
を
し
た
候
補
は
当
選
と
な
る
が
、
第
一
回
に
誰
も
過
半
数
の
得
票
を
し
な
か
っ
た
り
、
過
半
数
を
得
た
者
が
定
員
数
に
充
た
な
か
っ

た
り
し
た
場
合
に
は
第
二
回
投
票
が
行
な
わ
れ
る
。
第
二
回
投
票
に
お
い
て
は
他
の
名
簿
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
立
候
補
辞
退
を
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
。



説

当
選
者
の
決
定
に
お
い
て
は
名
簿
は
何
ら
法
的
効
力
を
も
た
な
い
。
第
一
回
投
票
で
は
過
半
数
の
得
票
を
し
た
候
補
者
が
、
第
二
回
投

至会Z為

日間

こ
の
選
挙
制
度
の
制
定
経
過
か
ら
こ
の
名
簿
投
票
制
採
用
の
意
図
を
見
て
み
よ
う
。

北法28(1・ 140)140

票
で
は
相
対
的
に
多
数
の
得
票
を
し
た
者
が
当
選
と
な
る
(
五
条
)

0

こ
の
法
律
は
わ

C
E
S
E
ら
数
名
の
下
院
議
員
の
提
案
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
。

o
g
g
E
は
提
案
理
由
を
こ
う
言
っ
た
。

「
名
簿
投
票
は
普
通
選
挙
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
り
且
っ
そ
の
合
理
的
な
行
使
の
形
態
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
名
簿
投
票
は
、
共
和
党

(宮

E
H
Sロ
5
2
E〉
の
変
わ
る
こ
と
の
な
い
考
え
方
に
お
い
て
、
投
票
の
道
徳
性

(BOB--芯

E
5
8
)
と
議
員
の
独
立
の
最
も
有
効

な
保
障
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
o

下
院
に
お
い
て
同
法
案
を
付
託
さ
れ
た
委
員
会
は
基
本
的
に
こ
の

{
U
C
E
S
E
ら
の
提
案
を
認

め
た
。
こ
の
委
員
会
の
報
告
は
、
「
県
は
、
行
政
組
織
で
あ
る
こ
と
及
び
法
人
格
を
有
し
て
い
る
と
い
う
性
格
か
ら
言
っ
て
、

且
つ
最
も
確
か
な
公
旨
)
選
挙
区
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。

最
も
広
く

名
簿
投
票
制
の
採
用
は
元
老
院
で
も
支
持
さ
れ
た
。

う
言
っ
た
。

元
老
院
に
お
い
て
同
法
案
を
付
託
さ
れ
た
委
員
会
の
報
告
者

ロ。
N
b岡
山
田
口

は
こ

「
ア
ロ
ン
デ
ィ
ス
マ
ン
を
単
位
と
す
る
選
挙
の
下
で
は
選
挙
民
と
議
員
と
の
聞
に
よ
り
緊
筏
で

(弘同同
i
C
L門
)
、

よ
り
親
密
な

(HE-50)
関
係
が
つ
く
ら
れ
る
。

そ
れ
故
、
議
員
(
自
由
ロ
仏
伊
丹
色
ZE)
の
選
挙
民
に
対
す
る
義
務
が
よ
り
は
っ
き
り
し
た
仕
方
で
要
求
さ

国
の
一
般
利
益

(
E
a
H
P
Z
な
忌
ECV内
含
宮
ヨ
)
に
つ
い

て
の
視
野
を
全
く
も
た
な
い
。
:
・
:
・
草
案
を
付
託
さ
れ
た
元
老
院
の
委
員
会
は
、
名
簿
投
票
が
代
表
制
に
真
実
性
を
与
え
、
普
通
選
挙
に

れ
る
。
狭
い
選
挙
区
の
選
挙
人
団
は
主
と
し
て
自
分
た
ち
の
問
題
を
考
え
、

純
粋
性
を
与
え
る
の
に
最
も
適
切
だ
と
考
え
て
い
る
。
委
員
会
は
、
こ
の
名
簿
投
票
制
が
選
挙
を
人
物
の
聞
の
狭
い
闘
争

Q
Eお

Ars-丹市

門目。印有
2
0
5
2〉
か
ら
思
想
の
聞
の
大
き
な
闘
争
今
日
m
o
F
2。
仏
2
正
常
国
〉
に
変
え
、
議
員
の
選
挙
民
に
対
す
る
隷
属
を
減
少
し
、

議
院
政
党
の
よ
り
等
質
的
な
構
成

(
g
g吉
田
正
。
ロ

1
5
Z
5
0
1
5
仏
g
官
同
片
山
田
宮
ユ
巾

HUgs~同
ゆ
る
を
も
た
ら
す
こ
と
を
期
待
し
て

い
る
。
」



」
れ
ま
で
見
て
き
た
選
挙
法
の
制
定
経
過
か
ら
見
る
と

こ
の
法
は
県
を
単
位
と
す
る
選
挙
区
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
の
住

民
の
議
員
に
対
す
る
影
響
力
を
減
少
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
っ
た
と
言
え
る
が
、
同
時
に
名
簿
投
票
制
の
採
用
に
よ
っ
て
選
挙
を
「
思
想

の
聞
の
闘
争
」
ー
に
し
よ
う
と
の
意
図
も
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
「
思
想
の
聞
の
闘
争
」
と
は
政
党
間
の
闘
争
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
o

p
・
カ
ン
ベ
ル
は
、
こ
の
選
挙
制
度
の
下
で
実
際
に
な
さ
れ
た
選
挙
戦
か
ら
、
二
選
挙
区
の
実
例
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

こ
の
制
度
の
下
で
は
、
選
挙
人
は
異
な
る
名
簿
の
候
補
者
に
投
票
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
、
同
一
名
簿
の

候
補
者
の
得
票
は
概
し
て
平
均
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
名
簿
が
法
的
効
力
と
は
別
に
、
事
実
上
の
効
力
を
有
し
、

こ
の
選
挙
制
度
の

下
に
お
い
て
、
選
挙
が
候
補
者
個
人
の
闘
い
で
は
な
く
、
名
簿
の
聞
の
闘
い
に
な
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

一
九
一
九
年
の
名
簿
投
票
制

一
九
一
九
年
七
月
二
一
日
法
は
従
来
の
も
の
よ
り
も
よ
り
進
ん
だ
名
簿
投
票
制
を
採
用
し
た
。
こ
の
制
度
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ

四

フランス憲法における政党の地位同(完)

る。

一
県
に
人
口
七
万
五
千
人
に
つ
き
一
人
の
議
員
が
与
え
ら
れ
る

原
則
と
し
て
県
を
選
挙
区
と
し

(
最
少
限
一
県
に
三
人
与
え
ら
れ

一
県
に
六
以
上
の
議
席
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
時
は
県
を
分
割
し
て
数
ケ
の
選
挙
区
と
す
る
(
三
条
〉
0

立
候
補
届
出
は
個
人
と
し
て
も
出
来
る
し
、
名
簿
を
形
成
し
た
上
で
、
集
団
と
し
て
な
す
こ
と
も
で
き
印
v

個
人
と
し
て
立
候
補
し
た

る
)

0

場
合
は
一
人
だ
け
で
一
名
簿
を
形
成
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
(
五
条
)
。
集
団
と
し
て
立
候
補
が
な
さ
れ
る
場
合
は
、
「
候
補
者
の
集
団

に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
名
簿
」
に
よ
っ
て
立
候
補
届
出
が
な
さ
れ
る
が
、

候
補
者
名
簿
が
「
候
補
者
の
集
団
」
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
と
規
定
し
た
こ
と
は
、

」
の
立
候
補
届
出
に
は
「
候
補
者
の
呈
示
の
順
位
」
を
指
示
し

::It法28(1・ 141)141

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
五
条
〉
。

法
が
政
党
の

如
き
組
織
の
存
在
を
無
視
し
た
も
の
と
見
う
る
。
個
人
と
し
て
の
立
候
補
と
集
団
と
し
て
の
立
候
補
と
の
違
い
と
し
て
、
個
人
と
し
て
の

立
候
補
の
届
出
の
場
合
だ
け
は
選
挙
区
の
百
人
の
選
挙
人
の
署
名
を
要
す
る
(
五
条
)

0



説

選
挙
人
は
こ
れ
以
前
の
名
簿
投
票
制
の
場
合
と
同
様
、
名
簿
を
単
位
と
し
て
投
票
す
る
の
で
は
な
く
、
名
簿
の
中
の
候
補
者
個
人
に
投

票
す
る
。

論

当
選
人
の
決
定
は
多
数
代
表
制
と
比
例
代
表
制
を
混
合
し
た
次
の
よ
う
な
複
雑
な
仕
方
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
ハ
け
過
半
数
の
得
票
を
し

北法28(1・142)142

議
席
は
極
め
て
複
雑
な
次
の
手
続
に
よ
っ
て
配
分
さ
れ
る
。

た
候
補
者
は
名
簿
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
選
と
さ
れ
る
。
同
そ
の
後
に
残
余
議
席
が
あ
る
場
合
、
そ
の
残
余
の

ω有
効
投
票
数
を
そ
の
選
挙
区
の
議
員
定
数
で
割
っ
て

「
当
選
基
数
」

(r

官
。
丘
町
三
凡
山
{
巾
口

zz-)
を
定
め
る
。
例
名
簿
の
得
票
を
候
補
者
数
で
割
っ
て

「
各
名
簿
の
平
均
」

を
定
め
る
。
り
「
名
簿
の
平
均
」
が

「
当
選
基
数
」
を
含
む
毎
に
名
簿
に
一
議
席
が
与
え
ら
れ
る
。
判
以
上
の
方
法
に
よ
っ
て
議
席
が
配
分
さ
れ
て
な
お
残
余
の
議
席
が
あ
る

場
合
は
「
名
簿
の
平
均
」
の
最
も
大
き
い
名
簿
に
議
席
が
与
え
ら
れ
る
。
同
議
席
の
配
分
に
お
い
て
、
単
独
候
補
の
名
簿
は
複
数
候
補
者

か
ら
な
る
名
簿
よ
り
も
不
利
な
取
扱
を
受
け
る
面
が
あ
る
。
単
独
候
補
(
の
名
簿
)
も
過
半
数
の
得
票
を
す
れ
ば
当
選
と
な
る
点
は
複
数

候
補
者
の
名
簿
と
同
様
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
過
半
数
の
得
票
を
し
な
か
っ
た
時
は
、
複
数
候
補
の
名
簿
の
候
補
者
で
彼
以
上
の
得
票
を
し

た
者
が
当
選
を
宜
せ
ら
れ
る
迄
は
残
余
議
席
(
過
半
数
の
得
票
を
し
た
者
を
当
選
と
し
て
残
っ
た
議
席
)
の
分
配
手
続
に
参
加
し
え
な
い

(
十
一
条
)
。

こ
の
選
挙
制
度
は
複
数
の
候
補
者
の
名
簿
に
対
し
て
単
独
の
候
補
者
(
の
名
簿
)
よ
り
も
法
的
に
有
利
な
地
位
を
与
え
た
。
そ
れ
は
、

付
立
候
補
の
際
、

単
独
の
候
補
者
の
ば
あ
い
だ
け
百
人
の
署
名
を
要
す
る
点
、

ω過
半
数
の
得
票
を
し
た
候
補
者
が
当
選
と
さ
れ
た
後

の
議
席
の
残
余
の
配
分
は
「
名
簿
の
平
均
」
が
基
礎
と
さ
れ
る
か
ら
、
複
数
候
補
者
か
ら
な
る
名
簿
に
属
す
る
候
補
者
は
、
同
一
名
簿
内

に
自
分
よ
り
得
票
の
多
い
候
補
者
が
い
る
ば
あ
い
は
有
利
な
取
り
扱
い
を
う
け
る
点
、
に
見
ら
れ
る
。

議
会
に
お
け
る
審
議
の
経
過
を
通
し
て
、
こ
の
名
簿
投
票
制
の
意
義
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

名
簿
投
票
制
、
比
例
代
表
制
を
採
用
す
べ
し
と
す
る
声
が
こ
の
頃
強
く
あ
り
、

」
の
法
律
は
一
九
一
四
年
七
月
の
会
期
に
お
け
る
わ
r・



回

g
o
Z
ら
が
下
院
に
提
出
し
た
法
案
に
端
を
発
し
て
い
る
。

(
u
r
-

∞2
0
Z
ら
が
提
出
し
た
法
案
で
は
、
選
挙
人
は
名
簿
に
対
し
て
一

票
を
投
じ
る
(
一
一
条
)
と
し
、
議
席
の
配
分
は
名
簿
の
聞
の
得
票
の
比
例
(
よ
り
具
体
的
に
は
名
簿
の
得
票
を
1
2
3
:
:
:
の
数
で
割

っ
て
大
き
い
数
の
順
に
議
席
が
与
え
ら
れ
る
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
(
一
六
条
)
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
完
全
な
比
例
代
表
制
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
選
挙
区
は
大
き
い
方
が
よ
い
と
の
考
え
の
も
と
に
、
県
又
は
数
県
を
合
せ
た
単
位
を
選
挙
区
と
し
て
、
人
口
七
万
人
に

(
幻
)

っ
き
一
人
の
議
員
が
選
挙
区
に
与
え
ら
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

比
例
代
表
制
を
求
め
る
法
案
は
、
賛
否
を
め
ぐ
る
「
激
し
い
論
争
」
を
も
た
ら
し
た
た
め
、
法
案
の
審
議
を
付
託
さ
れ
た
下
院
の
委
員

会
は
「
妥
協
の
精
神
」
の
下
に
議
員
提
出
法
案
に
重
大
な
修
正
を
加
え
た
。

一
九
一
七
年
二
一
月
に
こ
の
法
案
を
検
討
し
た
委
員
会
が
下

院
本
会
議
に
提
出
し
た
報
告
に
よ
る
と
、
選
挙
人
が
名
簿
に
対
し
て
一
票
を
投
ず
る
方
法
が
廃
止
さ
れ
、
個
人
に
投
票
す
る
旧
来
の
方
法

が
採
用
さ
れ
、
当
選
者
決
定
が
比
例
代
表
の
方
法
で
は
な
く
、
過
半
数
の
得
票
を
し
た
者
を
当
選
と
す
る
方
法
に
改
め
ら
れ
(
も
っ
と
も

フランス憲法における政党の地位向(完)

選
挙
区
は
県
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、

一
県
に
一

O
人
以
上
の
議
席
が
与

残
余
議
席
の
配
分
に
つ
い
て
は
比
例
代
表
制
が
と
ら
れ
た
)
、

え
ら
れ
る
時
に
は
分
割
さ
れ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
段
階
で
す
で
に
比
例
代
表
制
の
要
素
は
大
幅
に
後
退
し
、

わ
ず
か
に
過
半
数
の
得
票
を

し
た
候
補
者
が
当
選
と
さ
れ
た
後
の
残
余
議
席
に
つ
い
て
の
み
比
例
配
分
の
方
法
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
こ
の
法
律
が
成

立
す
る
-
九
一
九
年
七
月
ま
で
多
く
の
討
論
を
経
る
が
、
成
立
し
た
法
律
は
一
九
一
七
年
一
二
月
の
こ
の
委
員
会
の
報
告
に
お
け
る
草
案

た
だ
選
挙
区
は
さ
ら
に
小
さ
く
さ
れ
、
既
述
の
よ
う
に
一
県
に
六
人
以
上
の
議
席
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
時
は
、

と
ほ
ぼ
同
じ
で
、

県
は
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

~r法28 (1・ 143)143

一
九
一
九
年
の
選
挙
法
の
制
定
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
法
律
の
制
定
に
あ
た
っ
て
、
選
挙
を
政
党
聞
の
争
い
に
す
べ
き

だ
と
す
る
意
見
と
こ
れ
に
反
対
す
る
意
見
が
は
っ
き
り
と
表
面
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

ロヶ・

ω
2
2え
は
こ
の
法
律
の
提
案
理
由
の
中
で
、
選
挙
を
政
党
聞
の
争
い
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
こ
う
言
っ
た
。



説

「
わ
れ
わ
れ
が
議
会
制
を
欲
す
る
な
ら
ば
政
党
を
欲
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、

ま
と
ま
り
を
も
っ
て
行
動
し
、
各

コZ込
匝岡

よ
う
な
政
党
な
し
に
は
、
議
会
生
活
は
小
さ
な
野
心
と
小
さ
な
利
益
の
無
秩
序
な
戯
れ

ぅ。」

C
2
2
R
n
r
E
5
)
 に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ

北法28(1・144)144

々
そ
の
教
説
と
方
式

(BArg号
)
と
人
員
を
有
す
る
組
織
化
さ
れ
た
政
党
を
欲
す
る
な
ら
ば
比
例
代
表
制
を
欲
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
選
挙
を
政
党
聞
の
争
い
に
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
議
会
で
多
数
の
支
持
を
受
け
た
と
は
言
え
な
い
。
と
く
に

元
老
院
は
こ
の
考
え
に
真
向
か
ら
反
対
し
た
。

一
九
一
九
年
六
月
一
七
日
元
老
院
の
本
会
議
で
な
さ
れ
た
委
員
会
で
の
報
告
者
は
比
例
代

表
制
に
反
対
す
る
理
由
を
こ
う
言
っ
た
。

「
比
例
代
表
制
は
・
・
・
・
・
・
堅
固
に
組
織
さ
れ
た
、

政
党
聞
の
境
界
が
は
っ
き
り
し
た

(ロ
2
Z
B
g
H
L色
町
H
M
F
2
2
)

政
党
の
存
在
を
前
提

2 と
:rす
語、石
田 U

'-/ 

加 し

Eナ
tま ご
な X
¥，:26 r5 

u-μ、、
L一 、

今
日
ほ
ど
都
合
の
悪
い
情
況
は
か
つ
て
な
い
。
政
党
が
今
日
ほ
ど
混
乱
し

(口
O
口
問
。
ロ
仏
戸
田
)
分
裂
し
て
い
る

ま
た
下
院
に
お
い
て
、
比
例
代
表
制
の
採
用
に
反
対
し
た
「
巾

E
Z
は
、
そ
の
理
由
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
政
党
に
対

す
る
不
信
・
敵
意
を
示
し
た
。
「
私
は
い
ず
れ
の
政
党
に
し
ろ
、
政
党
が
、
将
来
生
じ
る
こ
と
を
予
見
す
る
に
必
要
な
知
性
を
も
つ
こ
と
が

可
能
だ
と
は
思
わ
な
い
。
私
に
と
っ
て
は
、
議
員
は
強
制
委
任
(
目
白
ロ
仏
え

~BH)骨
白
色
。
を
与
え
ら
れ
た
人
間
で
は
な
い
。
議
員
は
彼
を

選
ん
だ
一
人
一
人
の
選
挙
人
の
考
え
を
代
表
す
る
人
間
で
も
な
い
。
:
:
:
代
議
院
と
は
信
頼
さ
れ
た
任
務
を
果
た
し
に
こ
こ
に
来
る
こ
と

を
委
託
さ
れ
た
者
の
議
院

((UEBσg
母

2
5一門右目。
E
b件。門
E
b
m
c
r
℃。

5

2ロ
W
E
B
B
-
-
2
5
0
B
5
5ロ
仏

0
8ロ
F
R
O
)

で
あ
る
。
」

こ
の
名
簿
投
票
制
の
成
立
過
程
か
ら
、
こ
の
制
度
が
地
域
の
影
響
を
受
け
や
す
い
小
選
挙
区
制
に
反
対
す
る
声
の
中
か
ら
生
れ
た
こ

と
、
選
挙
を
政
党
聞
の
争
い
に
し
よ
う
と
す
る
議
員
と
こ
れ
に
真
向
か
ら
反
対
す
る
議
員
と
の
対
立
が
激
し
く
、
両
者
の
妥
協
と
し
て
生
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初 1. Dordogneの例目

登録者 146，593 

絶対多数 60，056 

Conservative List 

A 61，812 
B 61，514 ] 

C 61，185 K 

D 60，744 L 

E 61，620 M 

F 60，949 N 

G 61，185 0 

H 61，500 p 

(P. Campbell， op. cit.， p. 76.) 

)JQ~ Í'-'~ Conservative List Q 六 λ てー~.q，.j t~誕主主ぬ緩みj駐ν 当初烈-\1;'当時。

例 2. Ni色vreの例

登 録 者 101，298 

絶対多数 38，731 

(第一1m)

Conserva ti ve 
List 

A 37，161 
B 35，903 

C 36，771 
D 36，704 
E 35，810 

手
ス

s--C淀
川
知
#

120，110 

Republican List 

57，725 
58，334 
58，591 
57，492 
57，191 
57，686 
58，110 
57，383 

有効投渠

(~) 話器

程

Socialist 
List 

P 5，836 
Q 3，205 
R 2，805 
S 2，938 
T 2，857 

77，460 

Moderate 
R岳publicans

K 10，356 
L 9，264 
M 10，316 
N 9，044 
o 8，615 

有効投禁

Socia1ist 
Radicals 

F 29，096 
G 27，466 
H 25，177 
I 27，962 
J 25，590 



フランス憲法における政党の地位同(完)

第
一
回
で
絶
対
多
数
を
得
た
者
が
い
な
か
っ
た
の
で
第
二
回
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
は
、

c
c
ロ
2
2
-白
に
〈

m
F
U円

ω
c
n
F
m
Z
切
仲
河
ω
ハロ

g
r
B
δ
荒布師、
m
q
u
吟
=
?

〉

ω
タ
ミ
O

閉

，

お

い

吋

吋

宝

∞

国

ω
夕

日

吋

由

。

λFMW
∞∞
ω

(

U

ω

夕

日

印

∞

国

お

w
g印

ロ

ωタ
町

市

町

】

同

品

一

y
c日
N

同

ω
由

、

-

∞

-

』

AFhNW
∞由回

(
司
・
ハ
リ

mwB司
r
m
=
・。目
y
n
-
f
H
Y
吋
吋
・
)

こ
の
例
で
は
第
二
回
選
挙
に
お
い
て

p
p内
凶
作
『
白
芯
問
。
℃

Er--2ロ
∞
と
∞
。
己
申
]
古
門
口
忠
が

ωon-ω
口
三
河
岱
門
口
口
三
国
の
た
め
に
立
候
補
取
下
げ
を

し
た
。
結
果
と
し
て

ω
0
1
丘
一
三
河
内
凶

ιMgr
の
名
簿
の
候
補
者
が
全
員
当
選
し
た
(
な
お
、
党
名
は
英
訳
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
記
し
て
お
い
た
)
。

(ω)
同
法
四
条
は
「
立
候
補
の
届
出
は
個
人
的
又
は
集
団
的

(
z
e
i門
吉
弘

-
g
C
E
S
-
-巾
2
z
g
)
の
い
づ
れ
で
も
よ
い
」
と
し
て
い
る
。

(
初
)
選
挙
人
が
ど
う
い
う
仕
方
で
投
楽
す
る
か
に
つ
い
て
は
こ
の
法
自
体
は
規
定
し
て
い
な
い
が
、
「
絶
対
多
数
を
得
た
者
は
当
選
す
る
」
〈
一

O
条
)
、
「
名

簿
内
に
お
い
て
は
、
議
席
は
最
も
多
く
の
百
訴
を
得
た
候
補
者
に
与
え
ら
れ
る
」
と
あ
る
か
ら
、
選
挙
人
が
候
補
者
個
人
に
投
票
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

一
九
一
九
年
の
選
挙
に
お
け
る
実
例
に
よ
っ
て
補
足
説
明
し
て
お
く
。

(
引
)
こ
の
議
席
の
配
分
方
法
は
極
め
て
複
雑
な
の
で
、

p
・
カ
ン
ベ
ル
に
依
り
、

ロ口同
ι
c
mロ
ゅ
の
選
挙
区
で
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

有
効
投
河
川
数
九
一
二
、
九
九
八
過
半
数
四
六
、
九
九

O

議

員

定

数

六

人

右
の
条
件
の
下
に
各
名
簿
の
得
票
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
(
党
名
は
英
訳
の
も
の
〉
。

F
-
m同

ch

「
泣
件
。
『

開口
O
口。

E
H
n
出

口

門

田

仲

}

戸

市

問。日
v
c
r
z
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ω
D
2
ω
-
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。
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口
口
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同
叫
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c
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岬
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-
濡
議
決
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F
U
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山
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口
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ω
P
S
∞

回

ω-wω
印
由

ωM-
∞ω白

河
内
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ロ
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回
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32，774 J 19，611 l' 16，240 V 11，201 

33，456 K 19，744 Q 13，337 W 11，186 

29，482 L 19，356 R 10，983 X 11，546 

194，163 122，198 83，948 70，976 

32，630 20，366 13，991 11，829 

~J Q ~開業ト凶干J 竺明言辞十紙 0~主 g':E';対~.;J鑑定期 t長二 MJ二 0V ，;gF ~丹空 0 1'ト索活荊戸間キ制緩却のお J治以 1 m篭i佳品Jlrト必>Q-¥Jムm百余択選

後蝿~初兵>QO )J 0 麹特 1ぷ \J:>; ヨ叩烈対事話(イf 効役~~ 93，9987議11定数 6):>; ! }吋，1( 1くfく¥-'1♀>QO Republican Union 0将校Q

S!lt 13~0 P-ト Wll!11'1(1110竺銅烈瑚総 01 :也 ~m吋 ν 二時ふ必 )J 0~干狩 ~11 縄住lrト吋&~' [g:!， ~'J01宍士出 tよムj CI ¥-' Economic and 

Republican Concentration 0 ~手段とl 1 ~港住吟吋&~の。 銅烈欄縦士道~ム~ ÇI い特設五llrト吋心 4主.;J終 i怪~>\-' 0 K' 0~耳 ";>~~~0 *，~二

判手 ~.l!ト吋心 4ご>Q-íミ&' 111 縫埜~~(il0 '1 lrト吋心~，;.!。 銅烈欄縦士1:1'1吋 Fν様相4ご.;JlI l1終生g~ !I，耳-K除去f0 ;t困~~~.;J~~芝 \J 1号>Q

Republican Union '1 lrト ，y&~' 凸υ凶':C，当日照-¥JれJ兵.;JO P. Campbell， op. cit.， p. 92-93. 

(g:j) Ch. Benoist竺>¥-'0~岩隊関恒 Q をや「制緩-%，>Qム~古語訳 e ま~~士三樹苦言 J (la representation proportionnelle des opinions 

ou des partis) ヤ組合吋^"-\J←の縫官製沼誕総後幡尽 U ド-~'1$岩ヨヨ杓 ~ν ふ&l2";>.0'V' 110社>;L必>Q )J -\J'長0-1ミ社すはさま}<-~

'も臣民 ~~r起窓ど4持軍 0~王~J 0~若~ヤ告i司 E主 Jぷ'J-¥J必J?/(';饗Jν二時。 Archivesparlementaires， J. 0.， Chambre des Deputes， 

Documents parlementaires， 1914， annexe No 199， p. 1922-1923. 

(お) Archives parlementaires， ]. 0.， Chambre des D匂ut岳s，Documents parlementaires， 1914， annexe No 199， p. 1923-

1924. 

(詩) Archives parlementaires， J. 0.， Chambre des Deputes， Documents parlementaires， 1917. annexe No 4102， p. 2037-

2039. 
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名簿の平均

頃
川

d聖

Archives parlementaires， J. 0.， Chambre des Deputes， Documents parlementaires， 1914， p. 1923. 

Archives parlementaires， J. 0.， Senat， Debats， 1919. p. 928. 

Seance du 21 mars 1919， Archives parlementaires， Chambre des Deputes， Debats， 1919， p. 1379. 
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第
二
節

第
四
共
和
制
下
の
選
挙
法
に
お
け
る
政
党
の
地
位

一
、
第
二
次
大
戦
直
後
の
権
力
機
構
へ
の
政
党
勢
力
の
惨
透

旧
制
度
が
崩
壊
し
未
だ
新
し
い
制
度
が
出
来
な
い
過
渡
的
な
時
代
、
政
党
が
諸
々
の
臨
時
的
国
家
機

関
の
構
成
要
素
の
一
つ
と
さ
れ
た
。

先
ず
、
「
解
放
フ
ラ
ン
ス
委
員
会
」
(
(
リ
。

E
広
片
岡
山
呂
田

U
P
F
E骨
3
0ロ
)
の
長
、
ド
ゴ

i
ル
の
下
の
国
会
に
代
る
「
臨
時
諮
問
会

第
二
次
大
戦
中
及
び
そ
の
直
後
、

議

」

(

〉

訟

巾

B
E
A
r
s
E
=
-
S片
山
〈
巾
℃

g
i
g
-円
巾
)

フランス憲法における政党の地位向(完)

国
会
議
員
の
代
表
、
県
会
議
員
の
代
表
な
ど
と
と
も
に
抵
抗
運
動
に

参
加
し
て
い
る
政
党
の
代
表
も
こ
の
会
議
の
構
成
要
素
の
一
つ
と
さ
れ
た
。

つ
い
で
解
放
後
の
一
九
四
四
年
四
月
に
各
県
に
「
県
解
放
委
員
会
」

(
h
o
g
-
a
&宮
コ
巾

E
g
g
-
母
ピ
広
足
立
O
ロ
)
が
つ
く
ら
れ
る

と
、
抵
抗
運
動
に
参
加
し
て
い
る
政
党
が
抵
抗
団
体
や
組
合
と
と
も
に
こ
の
委
員
会
の
構
成
要
素
の
一
つ
と
さ
れ
勺

一
九
四
四
年
一

O
月
に
は
先
に
あ
げ
た
「
臨
時
諮
問
会
議
」
の
構
成
が
変
更
さ
れ
、
若
干
の
特
定
の
政
党
の
代
表
が
抵
抗
運
動
の
代
表

や
両
議
院
の
前
議
員
の
代
表
な
ど
と
と
も
に
、
こ
の
会
議
の
構
成
要
素
の
一
つ
と
さ
れ
た
。

第
二
次
大
戦
直
後
、
国
家
機
関
へ
の
政
党
の
惨
透
が
こ
の
様
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
、

第
三
共
和
制
の
旧
体
制
が
崩
壊
し
、
新
体
制
が
未
だ
出
来
て
い
な
か
っ
た
為
、
政
党
を
含
む
諸
団
体
を
と
お
し
て
国
民
の
声
を
聞
こ
う
と

し
た
為
と
考
え
ら
れ
、
第
二
に
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
活
動
の
中
で
政
党
が
大
き
な
力
を
示
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
四
四
年
四
月

二
一
日
の
オ
ル
ド
ナ

γ
ス
が
「
県
解
放
委
員
会
」
の
構
成
メ
シ
バ
ー
と
し
て
、
政
党
を
、
抵
抗
団
体
・
組
合
と
並
べ
て
記
し
て
い
る
こ
と

は
こ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
o

二
、
第
四
共
和
制
下
の
選
挙
制
度
と
政
党

第
四
共
和
制
下
の
三
つ
の
選
挙
法
、
即
ち
一
九
四
五
年
法
、

ゴt法28(1・ 149)149

に
お
い
て
は
、

一
九
四
六
年
法
及
び
一
九
五
一
年
法
は
、

い
ず
れ
も
比
例
代
表
制
を
伴
う



説

名
簿
投
票
制
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
選
挙
法
に
お
い
て
政
党
が
い
か
な
る
地
位
を
占
め
て
い
る
か
た
順
次
検
討
し
て
い
こ
う
。

一
九
四
五
年
八
月
一
七
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ポ
)

件

北法28(1・150)150

さβ為

民間

こ
れ
は
一
九
四
五
年
一

O
月
二
一
日
に
行
わ
れ
た
最
初
の
憲
法
制
定
議
会
に
適
用
さ
れ
た
選
挙
法
で
あ
る
。
こ
の
選
挙
法
は
名
簿
投
票

制
、
比
例
代
表
制
、
剰
余
議
席
に
つ
い
て
の
最
大
平
均
値
方
式
、
閉
鎖
名
簿
制
を
採
用
し
た
。
こ
の
選
挙
法
に
よ
る
制
度
の
概
要
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

選
挙
区
は
原
則
と
し
て
県
を
単
位
と
し
人
口
の
多
い
県
は
分
割
す
る
。
各
選
挙
区
の
議
員
定
数
は
人
口
に
比
例
し
二
人
な
い
し
一

O
人

で
、
四
人
前
後
の
選
挙
区
が
多
く
、
合
計
五
二
二
議
席
と
さ
れ
た
。
立
候
補
は
候
補
者
名
簿
の
提
出
に
よ
っ
て
な
し
、
各
名
簿
は
選
挙
区

の
定
数
と
同
数
の
候
補
者
を
含
む
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
法
は
誰
が
名
簿
を
作
成
す
る
か
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
が
、
第
四

共
和
制
初
期
に
既
に
各
政
党
の
組
織
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
政
党
が
そ
の
任
に
あ
た
る
こ
と
を
法
自
体
が
予
想
し
て
い
る
と

言
え
る
。

一
九
四
五
年
一

O
月
一
一
一
日
の
選
挙
の
実
際
に
お
い
て
は
五
政
党
が
ほ
と
ん
ど
の
票
を
集
め
、
こ
れ
に
属
さ
な
い
名
簿
の
得
票

の
合
計
は

0
・
一
%
に
す
ぎ
な
い
。

選
挙
人
は
、
候
補
者
個
人
を
選
ぶ
の
で
は
な
く
、

除
す
る
と
か
順
位
を
変
更
す
る
と
か
の
名
簿
に
対
す
る
変
更
は
全
く
許
さ
れ
ず
、

(
こ
れ
が
閉
鎖
名
簿

Q
E巾
E
Z忌
巾
)
と
呼
ば
れ
る
)
。

い
ず
れ
か
一
つ
の
名
簿
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。
選
挙
人
は
、
あ
る
候
補
者
の
名
前
を
削

し
か
も
各
名
簿
内
の
当
選
順
位
は
名
簿
の
順
位
に
よ
る

各
名
簿
に
対
す
る
議
席
の
配
分
は
名
簿
の
得
票
数
に
比
例
し
て
割
り
当
て
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
当
選
基
数

Q
2ち
♀
広
三
色

2
Z
E
3

基
数
の
二
倍
、

を
基
礎
に
し
て
議
席
が
配
分
さ
れ
る
(
有
効
投
票
数
を
議
員
定
数
で
割
っ
て
得
ら
れ
た
数
が
当
選
基
数
で
、
名
簿
が
こ
れ
を
上
回
り
当
選

三
倍
の
得
票
を
し
た
時
に
、
そ
れ
に
応
じ
て
二
、
三
の
議
席
が
名
簿
に
与
え
ら
れ
る
〉

0

こ
の
当
選
基
数
を
基
礎
と
す
る

議
席
の
配
分
の
の
ち
な
お
残
余
の
議
席
が
あ
る
時
は
最
大
平
均
値
方
式
公
立
F
母
]
民
主

5
甘
え
叩

2
3
2ロO
〉

と
呼
ば
れ
る
方
法
で



議
席
が
配
分
さ
れ
る
。
こ
の
方
法
は
、
各
名
簿
の
得
票
を
l
、
2 

3
、
4
、
:
:
:
の
数
で
割
っ
て
そ
の
商
の
大
き
い
順
に
議
席
を
配
分

す
る
方
法
で
あ
る
。

こ
の
一
九
四
五
年
の
選
挙
法
が
採
用
し
た
名
簿
投
票
制
は
従
来
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
す
す
ん
だ
(
名
簿
投
票
の
理
念
を
徹
底
さ
せ

た
〉
段
階
の
名
簿
投
票
制
、
い
わ
ば
本
格
的
名
簿
投
票
制
で
あ
り
、
実
際
に
名
簿
作
成
の
任
に
あ
た
る
政
党
の
地
位
を
飛
躍
的
に
高
め
る

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
選
挙
制
度
と
政
党
の
結
び
つ
き
は
と
く
に
次
の
三
点
に
見
ら
れ
る
。
付
こ
れ
以
前
の
名
簿
投
票
制
に
お
い
て
は
、

こ
の
選
挙
法
の
下
で
は
選
挙
人
は
候
補
者
に
投
票
す
る
の
で
は
な
く
名

選
挙
人
が
名
簿
の
中
の
候
補
者
個
人
に
投
票
す
る
の
に
対
し
て
、

簿
に
投
票
す
る
。
そ
れ
故
選
挙
人
と
一
人
一
人
の
候
補
者
と
の
関
係
は
弱
い
も
の
と
な
る
と
と
も
に
同
一
名
簿
内
の
複
数
候
補
者
聞
の
得

票
の
多
少
と
い
う
問
題
は
生
じ
る
余
地
が
な
く
な
り
選
挙
戦
は
も
っ
ぱ
ら
名
簿
聞
の
争
い
に
な
る
。
そ
れ
は
、
言
い
か
え
れ
ば
、
選
挙
が

フランス憲法における政党の地位同(完)

名
簿
作
成
者
で
あ
る
政
党
相
互
間
の
争
い
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

ω右
の
こ
と
と
関
係
す
る
が
、
こ
の
制
度
の
下
で
は
個

人
の
得
票
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
議
席
の
配
分
は
名
簿
に
対
し
て
与
え
ら
れ
、
名
簿
内
の
議
席
の
配
分
は
名
簿
に
記
載
さ

れ
た
順
位
に
従
つ
て
な
さ
れ
る
o

そ
れ
故
、
名
簿
に
お
け
る
候
補
者
の
順
位
、
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
こ
の
制
度
は
、
名
簿
作
成
者
で
あ
る

政
党
が
候
補
者
で
あ
る
党
員
に
対
し
て
大
き
な
力
を
振
う
こ
と
を
許
す
制
度
で
あ
る
と
言
え
る
o

同
議
席
の
配
分
が
当
選
基
数
を
基
礎
と

す
る
方
法
と
最
大
平
均
値
方
式
の
組
み
合
せ
に
よ
っ
た
た
め
、
こ
の
選
挙
制
度
は
大
政
党
を
極
め
て
有
利
に
す
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は

実
際
の
例
が
示
し
て
い
る
。

件、

一
九
四
六
年
一

O
月
五
日
の
選
挙
法

::!t法28(1・151)151 

こ
の
選
挙
法
に
よ
る
制
度
は
、
基
本
的
に
は
一
九
四
五
年
法
の
制
度
と
同
じ
も
の
で
あ
る
が
そ
れ
に
次
の
二
点
の
修
正
が
加
え
ら
れ

一
九
四
五
年
法
が
閉
鎖
名
簿
を
採
用
し
た
の
に
対
し
て
、

」
の
法
律
は
選
挙
人
が
名
簿
の
中
の
候
補
者
の
順
位
の

た
。
第
一
の
修
正
は
、

変
更
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
点
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
選
挙
人
は
名
簿
の
中
の
候
補
者
の
優
先
順
位
を
指
定
す
る
こ
と
が



説

で
き
、
あ
る
候
補
者
に
対
す
る
順
位
変
更
の
指
定
が
そ
の
名
簿
に
投
票
し
た
者
の
半
数
を
こ
え
る
時
は
、
当
選
者
の
決
定
の
際
こ
の
順
位

北法28(1・152)152

変
更
の
指
定
、
か
意
味
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
の
修
正
は
、
選
挙
人
に
名
簿
の
み
な
ら
ず
候
補
者
を
選
出
す
る
可
能
性
を
与
え

論

る
と
い
う
意
味
を
も
つ
が
、
あ
る
名
簿
に
投
票
す
る
者
の
過
半
数
が
同
一
な
方
向
で
の
順
位
変
更
の
指
定
を
な
す
こ
と
は
期
待
し
が
た
い

こ
と
で
あ
り
、
選
挙
の
実
際
の
結
果
を
見
て
も
、
選
挙
人
の
順
位
変
更
の
指
定
が
意
味
を
も
っ
た
実
例
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
一
九
四
六

年
の
選
挙
法
が
一
九
四
五
年
の
選
挙
法
に
加
え
た
第
二
の
修
正
は
、
議
席
の
配
分
方
法
に
つ
い
て
、
当
選
基
数
法
を
廃
止
し
最
大
平
均
値

方
式
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
九
五
一
年
五
月
九
日
法

伺こ
の
選
挙
法
は
名
簿
投
票
制
、
比
例
代
表
制
を
採
用
し
た
点
に
お
い
て
、
基
本
的
に
は
先
の
二
つ
の
選
挙
法
と
大
き
な
違
い
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
選
挙
法
は
共
産
党
及
び
ド
ゴ
ー
ル
派
政
党
と
い
う
左
右
の
勢
力
が
拾
頭
し
そ
う
な
政
治
情
況
の
下
で
、

を
抑
え
中
間
派
の
勢
力
を
大
き
く
し
よ
う
と
の
意
図
を
も
っ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
図
を
実
現
す
る
た
め
の
複
雑
な
技
巧

こ
の
二
つ
の
勢
力

が
こ
の
選
挙
法
の
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
選
挙
法
の
定
め
る
制
度
の
概
要
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

選
挙
区
は
一
九
四
五
年
法
の
ば
あ
い
と
同
様
原
則
と
し
て
県
単
位
で
あ
る
が
大
き
な
県
は
分
割
さ
れ
る
。
政
党
が
候
補
者
名
を
印
刷

し
た
名
簿
を
提
出
す
る
o

各
名
簿
は
そ
の
選
挙
区
の
定
数
と
同
数
の
候
補
者
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
選
挙
法
の
下
で

そ
れ
ら
の
名
簿
の
得
票
を
合
計
し
た
上
で
議
席
配
分
を
受
け
、

は
、
二
つ
以
上
の
名
簿
が
予
め
連
合
し
(
届
け
出
を
要
す
る
〉
、

そ
の
の

ち
、
連
合
し
た
政
党
の
聞
で
議
席
を
分
け
合
う
こ
と
(
ア
バ
ラ
ソ
ト
マ

γ
(田宮

E
3
8自
3
6
と
呼
ば
れ
る
〉
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
ア
。
ハ
ラ
ン
ト
マ
ン
は
三

O
以
上
の
選
挙
区
で
名
簿
を
出
し
て
い
る

「
全
国
的
な
政
党
又
は
集
団
」

(
同
)
同
司
江
田
市
門

唱
。
ロ
℃
巾
B
巾己申

口
同
氏
。
口
出
口
同
〉
に
つ
い
て
の
み
許
さ
れ
る
o

選
挙
人
は
政
党
が
印
刷
し
た
名
簿
を
そ
の
ま
ま
投
票
し
て
も
よ
く
(
こ
の
場
合
は
名
簿
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
各
候
補
者
に
一
票
づ
っ
投



ま
た
名
簿
の
優
先
順
位
を
変
え
る
こ
と
や
名
簿
の
中
の
あ
る
候
補
者
名
を
抹
消
す
る
こ
と
や
他

の
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
候
補
者
に
書
き
か
え
る
こ
と
(
バ
ナ
ジ
ャ
l
ジ
ュ
宮
口

2
5官
)
が
許
さ
れ
る
。

票
し
た
連
記
投
票
と
し
て
扱
わ
れ
る
)
、

名
簿
へ
の
議
席
の
配
分
は
、
原
則
的
に
は
、
次
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
o

約
あ
る
名
簿
の
得
票
数
(
「
名
簿
の
得
票
数
」
と
は
、
そ

の
名
簿
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
候
補
者
達
が
個
人
と
し
て
得
た
票
数
の
総
計
を
議
席
定
数
で
割
っ
た
数
値
と
定
義
さ
れ
て
い
る
)
が
単
独
で

有
効
投
票
数
の
過
半
数
に
達
し
た
場
合
は
そ
の
選
挙
区
の
全
議
席
が
そ
の
名
簿
〈
の
候
補
者
)
に
与
え
ら
れ
る
。
制
連
合
し
た
名
簿
の
得

票
数
の
合
計
が
過
半
数
に
達
し
た
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
連
合
し
て
い
る
名
簿
に
全
議
席
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
連
合
し
て
い
る
名

簿
の
聞
で
最
大
平
均
方
式
に
よ
っ
て
議
席
が
配
分
さ
れ
る
。
り
右
に
あ
げ
た

ω、
川
w
が
成
立
し
な
い
場
合
は
、
そ
の
選
挙
区
の
全
議
席
が

最
大
平
均
方
式
に
よ
っ
て
各
名
簿
に
配
分
さ
れ
る
o

こ
の
場
合
も
連
合
し
た
名
簿
は
一
括
し
て
議
席
配
分
を
う
け
、
あ
と
か
ら
名
簿
の
間

で
最
大
平
均
方
式
で
議
席
が
再
配
分
さ
れ
る
。

フランス憲法における政党の地位同(完)

。
ハ
リ
市
を
含
む
セ
l
ヌ
県
と
こ
れ
に
隣
接
す
る
セ
l
ヌ
・
エ
・
オ
ワ
l
ズ
県
に
つ
い
て
は
右
の
議
席
配
分
の
方
法
は
適
用
さ
れ
な
い
。

こ
れ
ら
に
含
ま
れ
る
八
選
挙
区
(
七
五
議
席
)
に
お
い
て
は
、
政
党
の
連
合
は
認
め
ら
れ
ず
、
名
簿
に
対
す
る
議
席
の
配
分
は
得
票
の
少

な
い
名
簿
に
と
っ
て
有
利
な
最
大
剰
余
方
式
(
-
:
在

m
E
1
5
F
5
5
5
で
な
さ
れ
討

い
ず
れ
の
ば
あ
い
も
有
効
投
票
の
五
%
未
満
の
得
票
し
か
な
い
名
簿
は
議
席
の
配
分
を
受
け
ら
れ
な
い
。

当
選
者
を
き
め
る
方
法
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
的
印
刷
さ
れ
て
い
る
名
簿
に
対
し
て
変
更
を
加
え
な
い
で
投
じ
た
投
票
数
が
そ
の
名

簿
の
得
票
数
の
半
分
以
上
な
ら
ば
、
印
刷
さ
れ
て
い
る
順
序
に
従
っ
て
当
選
者
が
き
め
ら
れ
る
。
伸
そ
う
で
な
い
場
合
は
、
優
先
投
票
及

::11:'法28(1・153)153

び
他
の
名
簿
に
記
入
さ
れ
て
い
る
候
補
者
の
得
票
の
合
計
が
多
い
順
序
に
当
選
が
き
め
ら
れ
る
。

選
挙
法
が
政
党
を
明
示
的
に
規
定
し
た
こ
と
が
こ
の
選
挙
法
の
一
つ
の
特
徴
を
な
す
。
こ
れ
ま
で
の
選
挙
は
、
名
簿
の
作
成
に
当
る
者

が
政
党
で
あ
る
こ
と
を
暗
然
の
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
明
示
的
に
は
「
政
党
」
の
用
語
は
全
く
用
い
て
い
な
い
。
こ
の
一
九
五
一
年
の
選



説

(
m
U
)
 

挙
法
は
ア
パ
ラ
ゾ
ト
マ
ン
に
つ
い
て
、
「
全
国
的
な
政
党
又
は
集
団
」
の
間
で
し
か
ア
パ
ラ

γ
ト
マ
ン
は
許
さ
れ
な
い
(
六
条
四
項
)
と
、

選
挙
法
と
し
て
は
じ
め
て
、
「
政
党
」
と
い
う
言
葉
を
明
記
し
た
。

さ
ら
に
一
九
五
一
年
五
月
一
二
日
の
デ
ク
レ
は
、

名
簿
上
の
全
て
の

~t法28(1・ 154)154

ELλ 
員間

候
補
者
が
「
全
国
的
な
政
党
又
は
集
団
」
の
公
認
。

2
2去
三
巾
)
を
与
え
ら
れ
て
い
る
名
簿
に
つ
い
て
の
み
ア
バ
ラ
ン
ト
マ
ン
が
許
さ

れ
る
と
し
て
、
政
党
の
公
認
に
法
上
の
特
権
を
与
え
た
。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
も
、
政
党
と
集
団
が
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
な
点

で
、
政
党
を
そ
れ
以
外
の
一
般
の
結
社
と
区
別
し
、

一
般
の
結
社
に
対
す
る
以
上
の
特
権
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
選
挙
法
が

政
党
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

第
四
共
和
制
の
三
つ
の
選
挙
法
は
い
ず
れ
も
名
簿
投
票
制
を
採
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
選
挙
法
は
政
党
に
対
し
て
従
来
の
名
簿
投

百
万
制
が
与
え
た
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
権
力
を
与
え
た
o

こ
れ
ら
の
選
挙
法
に
お
け
る
政
党
の
大
き
な
権
力
は
と
り
わ
け
次
の
二
点
に

見
ら
れ
る
。
第
一
に
こ
れ
ら
の
選
挙
法
が
比
例
代
表
制
を
伴
う
名
簿
投
票
制
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
選
挙
人
に
候
補
者
個
人
で
は

な
く
名
簿
を
選
択
さ
せ
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
名
簿
を
作
成
す
る
の
は
実
際
に
は
政
党
で
あ
る
か
ら
、
選
挙
人
に
名
簿

を
選
択
さ
せ
る
と
い
う
の
は
選
挙
人
に
政
党
を
選
択
さ
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
第
二
に
こ
れ
ら
の
選
挙
法
の
中
に
は
、
制
度
上
は
選

挙
人
が
名
簿
内
の
候
補
者
の
優
先
順
位
を
変
更
し
う
る
も
の
(
卜
吋
明
当
ト
日
間
旭
町
時
比
)
が
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
優
先
順
位
の
変
更
の
制

度
は
事
実
上
は
有
効
に
機
能
し
な
い
か
ら
、
い
ず
れ
の
選
挙
法
の
下
に
お
い
て
も
名
簿
内
で
の
当
選
人
の
決
定
は
事
実
上
名
簿
記
載
の
順

位
に
従
う
制
度
に
な
っ
て
い
る
。
当
選
人
が
名
簿
記
載
の
順
位
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
名
簿
作
成
者
で
あ
る
政
党
が
候

補
者
に
な
る
党
員
に
対
し
て
極
め
て
大
き
な
力
を
も
っ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

(
1
)

一
九
四
三
年
九
月
一
七
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
(
ロ
・

3
主
・
「
-Y
由

ω
・
)
は
、
「
臨
時
諮
問
議
会
」
は
次
の
者
で
構
成
さ
れ
る
と
し
た
。
。
本
土
の
抵
抗

組
織
の
代
表
(
四
O
人
)
。
。
海
外
の
低
抗
運
動
の
代
表
(
一
二
人
)

0

0

元
老
院
及
び
下
院
の
メ
ン
バ
ー
(
二

O
人
)

0

0

県
議
会
の
代
表
(
一
一
一
人
)
。

結
局
、
臨
時
諮
問
議
会
は
抵
抗
運
動
と
国
会
及
び
県
議
会
の
代
表
で
構
成
さ
れ
た
と
言
え
る
。
布
の
中
の
、
本
土
の
抵
抗
組
織
の
代
表
は
「
フ
ラ
ン
ス
抵

抗
全
国
評
議
会
」
守
口
口
ω
市
ニ
ロ
2
5口三

ι
叩
ダ
芯
印
岡
田
丹
田
口
口
巾
同

g
ロ
宮
問
問
。
)
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
評
議
会
に
は
「
フ
ラ



フランス憲法における政党の地位月(完)

γ
ス
抵
抗
評
議
会
(
円
。
ロ
田
市
一
一
弘
巾

E

E
丘
三
田
口
口
。
同

2
2
2
-
Z
)
に
加
盟
し
て
い
る
政
治
集
団
」
が
合
ま
れ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

(
2
)

一
九
四
四
年
四
月
一
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
(
一
九
条
二
項
)
は
、
県
解
放
委
民
会
は
、
「
抵
抗
全
国
評
議
会
ハ
わ
C
D
m
2
-
Z三
5
口
包
岳
山

Z
H
N
g
z・

Z
口
円
巾
)
に
加
盟
し
、
立
つ
県
内
に
存
在
し
て
い
る
抵
抗
回
体
、
組
合
、
政
党
」
で
構
成
さ
れ
る
と
規
定
し
た
。
右
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
り
・
右
中
串
-

H
L
-

官・申斗・

(
3
)

一
九
四
四
年
一

O
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス

3
・
5
8・
F
-
H
Y
5
2・
)
は
先
の
「
臨
時
諮
問
会
議
」
の
構
成
を
大
幅
に
変
え
、
こ
の
会
議
は
次

の
二
四
八
人
の
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
土
の
抵
抗
運
動
の
代
表
(
一
回
八
人
)
、
海
外
抵
抗
運
動
の
代
表
(
二
八
人
)
、
以
前
の
議

会
(
商
議
院
)
の
代
表
(
六

O
人
)
、
海
外
領
土
の
代
表
(
一
一
一
人
)
。
そ
し
て
、
「
下
記
の
本
土
の
抵
抗
運
動
の
組
織
は
次
に
定
め
る
人
数
の
代
表
者
を

指
名
し
う
る
」
と
し
て
い
た
。
こ
の
抵
抗
運
動
と
し
て
、
〉
-
-
ご
-
岱
宮
円
ロ
M5円2σι
凧恥合山r同

己
cロ
『
凡
b叩目司】己三
-Z)L-t凶口
2ω凶巳i↑一百ロ命巾
2丹同恥恥企一一一℃

U=巳兄
}r巴】L-ごFR口2印包
-Eロ
ω
ロ白巳片】
5oロ白ロ
H
(
ω

〉

)y.
】司

U由ミ円門
江
即
口
。
ヨ
ヨ
己
ロ
己
-
印
丘
門
叩
(
由
〉

)γ.
同司?μJm白凶=吋三門
t凶
『
zω
門牛壬凶出-芯円
2白巳一ア
l4加己門円巳リ
L-E白巳口
{U凹門
g叩
(
由
〉

)y
• 

同司》白『門己F

凹O
円一
ζ白一回目

Z
(
由
〉
)
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
(
カ
ツ
コ
内
ば
代
表
者
の
数
)
。

ハ
4
)

比
例
代
表
制
ば
当
時
の
世
論
の
一
支
配
的
な
要
求
で
あ
り
、
且
つ
当
時
の
つ
一
大
政
党
、
共
産
党
、
社
会
党
、

ζ
-
H
F
M
V・
に
設
も
有
利
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
比
例
代
表
制
を
め
ぐ
る
当
時
の
議
論
に
つ
い
て
は
樋
口
、
第
四
共
和
制
フ
ラ

y

ス
の
議
院
内
閣
制
に
つ
い
て
の
一
考
察
、
法
学
一
一
六
巻
九
三
一
良
以

下
、
と
く
に
向
九
八
頁
以
下
参
照
。

(
5
〉

U
・
5hF印
・
円
、
.
匂
・

5--

ハ
6
〉
]
・
(
リ
r
m
古田丘、

F
m
w
i
o
℃
o
z
t
ρ
c
o
m
口
司

E
口口。

ι
2
u
c
u
-
U
A
C噂
司

-
C・
m
-
M
O
A
m
ι
ニ

5
8・
HM・由〔)印・

(

7

)

こ
の
方
法
に
よ
る
議
席
配
分
の
例
に
つ
い
て
、
西
原
氏
の
あ
げ
て
い
る
例
を
借
り
て
記
し
て
お
こ
う
。
い
ま
仮
り
に
左
表
の
様
に
五
党
の
名
簿
が
提
出

さ
れ
て
い
る
と
し
よ
う
。

由一
w
・由也市山

民
岡
山
附
糊
同

swuhv白
+

出

H
G
w町
田
町

肘
糊
片
路
町
円
十
円
が
総
詩

問

。。。
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0> 

社
拠
品
即
時
淵

泊?

型草

お
湖
+
餅
糊
沖

u
h
d
q
f
o
u
∞
 

目

、

串

w
吋

c
o

c

-

-

w

∞M
也

c

-

一Y由
也
-

C

】印・串印一山

お
洞
糊
片

ω
M
u
ω

由。

M
0

・ω
∞∞

-
f
∞M
申

-一Y申申】
}印

whF一凶…山

由一
Y
申
申
∞

論

議

〉

出

向

回

悼

の
一
持

ロ

時

間

切

除

¥ 、、¥、¥ 、



説ーさ.b.
u岡

こ
の
表
で

A
の
得
票
は
こ
の
基
数
の
二
倍
を
越
え
て
い
る
か
ら
ま
ず
二
議
席
を
得
る
。

B
党
も
基
数
を
越
え
て
い
る
か
ら
一
議
席
が
与
え
ら
れ
る
。

c、

D
、

E
党
の
得
票
は
基
数
に
達
し
て
い
な
い
か
ら
こ
の
方
法
に
よ
る
議
席
配
分
に
与
る
与
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
基
数
法
で
は
ま
だ
三
議
席
が
配
分
も
れ

で
残
っ
て
い
る
。
こ
の
残
り
の
議
席
は
最
大
平
均
方
式
で
配
分
さ
れ
る
。

最
大
平
均
方
式
は
各
党
の
得
票
総
数
を
一
、
二
、
三
:
・
・
と
い
う
自
然
数
で
割
り
出
し
そ
の
商
が
大
き
い
順
序
に
従
い
議
席
を
配
分
す
る
。
先
の
表
で

論

議

論

淵

糊

片

手

芸

知

汁

州

市

芯

u
q
弘
行
十
円
が
掛
詞

〉

出

ω
M
L
g
@
g
L
g
@
-
0
・
吋
g
M

回

出

M
0
・
ω
g
@
S
L∞ω

同

門
U

泳

三

・

∞

同

由

。

口

減

目

ω.3-

。

戸、

-

Y

S

M

C

(
@
・
@
w
@お
れ
見
)
油
貯
丙
ト
門
が
訓
郡
司
対
四
印
刷
吋
一
憲
弔
)

t:r:I 

と
な
る
。

こ
の
二
つ
の
万
法
の
組
み
合
せ
に
よ
る
最
終
的
な
議
席
配
分
は

A
党
問
、

B
党
二
、

C
党、

D
党、

E
党
O
と
な
る
。
ち
な
み
に
六
議
席
全
部
を
最
大

平
均
方
式
で
配
分
す
れ
ば

A
党
二
、

B
党
以
下
各
一
と
な
る
。
一
九
四
五
年
の
選
挙
法
が
大
政
党
に
有
利
に
働
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(

8

)

こ
の
選
挙
法
は
、
ロ
・

5
4
m
-
F
・司・

ωg-

(
9
〉
こ
の
選
挙
法
は
、
ロ
・

5
2・
「
℃
・

5
印
・
一
九
五
一
年
法
の
制
度
を
定
め
た
理
由
は
、
共
産
党
と
フ
ラ
ン

λ

人
民
連
合
(
同
・
戸
町
・
)
の
勢
力
を
弱

め
、
政
府
の
基
盤
を
な
し
て
い
た
中
央
派
の
諸
政
党
の
勢
力
を
増
強
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
従
来
の
比
例
代
表
制
の
方
法
に
よ
る
選
挙
が
、
体
制
に
反
対

す
る
右
の
一
一
政
党
に
多
数
の
議
席
を
与
え
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
中
央
派
の
弱
小
な
諸
政
党
が
こ
れ
に
対
抗
し
て
手
を
結
び
う
る
制
度
と
し
て
ア
パ
ラ
ン
ト

マ
ン
を
導
入
し
、
共
産
党
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
人
民
連
合
の
と
く
に
強
い
セ

l
ヌ
県
及
び
七

l
ヌ
・
エ
-
オ
ワ

l
ズ
田
町
で
は
両
党
に
よ
る
議
席
の
独
占
を
妨

げ
、
小
政
党
に
有
利
に
す
る
た
め
に
最
大
剰
余
方
式
が
採
ら
れ
た
。

(

ω

)

共
産
党
及
び
ド
ゴ
ー
ル
派
の

H
F
H
Y
円
を
不
利
に
す
る
意
図
は
実
際
の
選
挙
に
お
い
て
、
相
当
程
度
果
さ
れ
た
。
と
く
に
共
産
党
に
と
っ
て
こ
の
選

挙
法
は
不
利
で
、
同
党
は
一
九
五
一
年
六
月
一
七
日
の
、
選
挙
で
二
五
・
九
%
の
得
票
が
あ
り
な
が
ら
一
七
・
八
%
の
議
席
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
』
・
l
ζ
-

n
2
Z
Z
了
。
・
件

5
2
r
H
M
-
F
m
L己
ヨ
芯

5
・
F
O
U
S
o
n
g
z
r
ω

丘
一
宝
仙
mmニ
エ
恥
出
品
。
円
。
句
円
恥

ωmロ
g
H
H
Dロ
巾
口
明
円
山
口

no
】申
ω
由
i-80唱
〉

-
n
o
-
5・

】泊目。、℃・

ωC品・
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(

日

)

こ
の
方
法
に
よ
る
議
席
配
分
に
つ
い
て
先
に
用
い
た
用
例
で
説
明
す
る
と
、

事準

8
・
∞
∞
∞
出
品
能
保
健

g
h
g
+
∞
H
5・
3
2

4
4
M
加
+
桝
糊
沖
桝
湾
問
貯

R
L円
相

ザ

刑

制

詩

山

市

4
h
d
熊
町
n
h
N
V
訟
謁

阿

出
d

占

f
o
u
∞

問

。

-、ax
品

w
吋

c

c

-

c

c

、
て
ご
・
∞
M
由

日

目

)

。

-

。、

zws-(旬
。

-

。、
Y

5

・4

印

日

@

。

-

Mm

由

社

進

出

州

淑

品

出

議

論

測

隊

〉

出

回

む

い

き

回
悼
，

uowω
由
自

門

い

一

町

一

円

ニ

-mwuu

口

減

目

ω

・8
-

H
W

尚

5
h
s

叩

一

也

ωu甲山
w

∞

(
@
・
@
・
@
お
湿
地
d
w
叶
『
れ
世
作
。
て
パ
協
調
i
b
u
西
冷
批
判
食
主
蚤
司
)

フランス憲法における政党の地位同(完)

と
な
り
最
終
的
議
席
配
分
は

A
党
二
、

B
党
一
、

C
党
一
、

D
党
一
、

E
党
一
と
な
る
。

〈
ロ
)
こ
の
「
全
国
的
な
政
党
又
は
集
団
」
と
は
、
三

O
以
上
の
県
で
、
同
一
の
党
(
集
団
)
の
名
前
で
候
補
者
を
出
す
政
党
(
集
団
)
と
さ
れ
て
い
る
(
同

法
六
条
八
項
)
。

(
日
)
一
九
五
一
年
五
月
一
一
一
日
の
デ
グ
レ
(
ロ
・

5
2
・
F
・
5
u・)

条

第
三
節

第
五
共
和
制
下
の
選
挙
法
に
お
け
る
政
党
の
地
位

現
在
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
議
会
選
挙
で
あ
れ
、
大
統
領
選
挙
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
で
あ
れ
、
お
よ
そ
選
挙
ハ
投

票
)
に
お
い
て
政
党
が
実
際
に
極
め
て
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
選
挙
に
関
す
る
諸
法
規
が
政
党
を

北法28(1・ 157)157

正
面
か
ら
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
な
く
、
政
党
に
言
及
す
る
こ
と
す
ら
極
め
て
少
な
い
と
い
う
点
は
従
来
と
余
り
変
っ
て
い
な
い
。
制
度
上

は
、
現
在
に
お
い
て
も
な
お
、
選
挙
は
基
本
的
に
は
候
補
者
個
人
の
闘
争
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
五
共
和
制
下
の
選
挙
法
に
お
け
る
政
党
の
地
位
に
関
し
て
は
と
く
に
次
の
諸
点
が
問
題
に
な
る
。
第
一
は
、
国
民
議
会
議
員
の
選
挙



説

に
関
す
る
法
で
あ
る
一
九
五
八
年
一

O
月
一
一
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
お
い
て
政
党
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
問

題
。
第
二
は
、
第
五
共
和
制
の
下
で
初
め
て
現
れ
た
選
挙
運
動
に
お
い
て
政
党
に
放
送
利
用
の
権
利
を
与
え
る
制
度
の
存
在
。
第
三
は
、

政
党
に
よ
る
候
補
者
の
公
認
及
び
候
補
者
の
党
名
使
用
を
法
的
に
重
要
な
事
実
で
あ
る
と
し
た
憲
法
院
及
び
司
法
裁
判
所
の
判
決
が
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
以
下
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
順
次
検
討
し
て
い
く
。

北法28(1・158)158

ささ'A
日間

一
、
国
民
議
会
議
員
の
選
挙
制
度
に
お
け
る
単
記
投
票
制
の
採
用

定
を
う
け
た
、

第
五
共
和
制
下
の
国
民
議
会
議
員
の
選
挙
制
度
は
、
意
法
二
四
条
の
「
国
民
議
会
の
議
員
は
直
接
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
」
と
の
規

一
九
五
八
年
一

O
月
一
一
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ

γ
ス
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
。

こ
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
ア
ロ
ン
デ
ィ
ス
マ
シ
(
田
口

gLH回目。
5
3昨
日
本
で
言
え
ば
郡
に
相
当
す
る
)
を
単
位
と
す
る
単
記
・
二
回
投
票
制

で
あ
る
。
第
一
回
選
挙
で
当
選
す
る
た
め
に
は
過
半
数
の
得
票
を
要
し
、
過
半
数
の
得
票
を
し
た
者
が
な
い
場
合
は
二
回
目
の
選
挙
が
行

な
わ
れ
る
。
第
二
回
選
挙
で
は
相
対
的
に
最
も
得
票
の
多
い
者
が
当
選
と
な
る
。

こ
の
制
度
は
共
産
党
を
有
利
に
す
る
比
例
代
表
制
と
右
派
の
、

C
-
Z・
月
・
(
新
共
和
国
連
合
)
と
独
立
派
を
有
利
に
す
る
名
簿
投
票
制

の
い
ず
れ
を
も
斥
け
よ
う
と
の
意
図
か
ら
生
れ
た
も
の
と
言
え
る
が
、
小
選
挙
区
・
単
記
投
票
制
は
、
政
党
の
影
響
力
を
弱
め
、
候
補
者

こ
の
制
度
の
採
用
は
選
挙
に
お
け
る
政
党
の
役
割
を
第
四
共
和
制
の

下
に
お
け
る
よ
り
も
低
下
さ
せ
た
こ
と
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
い
。

個
人
と
選
挙
区
民
と
の
結
び
つ
き
を
強
く
す
る
制
度
で
あ
る
か
ら
、

二
、
選
挙
運
動
に
お
い
て
政
党
及
び
集
団
に
対
し
て
放
送
利
用
の
権
利
を
与
え
た
る
制
度

一
九
六
六
年
二
一
月
二
九
日
法
は
「
政
党
及
び
集
団
」
に
対
し
て
議
会
選
挙
の
選
挙
運
動
の
方
法
と
し
て
国
営
放
送
を
利
用
す
る
権
利
を

与
え
た
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
一
九
六
四
年
三
月
一
四
日
の
デ
ク
レ
は
、
大
統
領
選
挙
の
選
挙
運
動
の
方
法
と
し
て
候
補
者
に

許
さ
れ
る
放
送
利
用
を
「
政
党
又
は
政
治
集
団
」
が
代
つ
て
な
し
う
る
と
し
た
点
で
政
党
に
役
割
を
与
え
た
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。



一
九
四
五
年
九
月
一
九
日
の
デ
ク
レ
以
来
、
議
会
選
挙
が
あ
る
毎
に
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
政
党
に
対
し
て
国
営
放
送
の
利
用
を
認
め
て
い

灼
炉
、
一
九
六
六
年
二
一
月
二
九
日

hr」
れ
を
永
続
的
な
も
の
と
し
て
制
度
化
し
た
。

同
法
は
「
政
党
及
び
集
団
」
は
フ
ラ
ン
ス
国
営
放
送
を
議
会
選
挙
の
た
め
の
選
挙
運
動
に
利
用
で
き
る
と
し
、
放
送
利
用
時
間
(
第
一

回
選
挙
の
時
は
三
時
間
、
第
二
回
選
挙
の
時
は
一
ニ

0
時
間
)
は
「
国
民
議
会
の
議
員
グ
ル
ー
プ
に
代
表
さ
れ
て
い
る
政
党
及
び
集
団
」
に

対
し
て
、
多
数
派
に
属
す
る
グ
ル
ー
プ
と
そ
れ
に
属
さ
な
い
グ
ル
ー
プ
が
同
じ
時
間
を
も
つ
よ
う
に
、
各
グ
ル
ー
プ
に
割
り
当
て
ら
れ
る

と
規
定
し
た
。
同
法
は
こ
の
よ
う
に
、
放
送
の
利
用
を
国
民
議
会
で
議
員
グ
ル
ー
プ
を
有
し
て
い
る
、

つ
ま
り
三

O
人
以
上
の
議
員
を
有

し
て
い
る
「
政
党
及
び
集
団
」
に
限
る
と
の
原
則
を
と
り
、

そ
の
例
外
と
し
て
、
第
一
回
選
挙
に
七
五
人
以
上
の
候
補
者
を
出
し
て
い
る

「
政
党
又
は
集
団
」
に
は
七
分
間
の
放
送
利
用
時
聞
を
与
え
る
と
し
た
。

一
九
六
四
年
三
月
一
四
日
の
デ
ク
レ
は
、
大
統
領
選
挙
の
選
挙
運
動
に
お
い
て
放
送
利
用
の
権
利
を
候
補
者
に
対
し
て
与
え
た
が
、
同

フランス憲法における政党の地位向(完)

そ
の
活
動
が
国
の
領
土
の
全
体
に
及
ん
で
い
る
も
の
で
、
候
補
者
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
政
党
又
は
政
治
集
団
が

法
は
「
各
候
補
者
は
、

放
送
に
参
加
す
る
こ
と
を
要
求
し
う
る
」
と
し
(
七
条
)
、
大
統
領
選
挙
の
選
挙
運
動
に
お
け
る
政
党
の
役
割
を
制
度
上
も
認
め
た
。

三
、
政
党
に
よ
る
候
補
者
の
公
認
又
は
候
補
者
の
党
名
使
用
を
め
ぐ
る
判
例

現
在
に
お
い
て
は
単
記
投
票
制
度
を
採
用
す
る
選
挙
法
の
下
に
お
い
て
も
選
挙
に
お
い
て
政
党
が
大
き
な
役
割
を
果
す
こ
と
は
疑
い
な

い
。
選
挙
民
に
と
っ
て
は
、
候
補
者
が
ど
の
政
党
に
所
属
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
投
票
の
際
の
判
断
に
大
き
な
影
響
を
も
つ
か
ら
、

候
補
者
が
偽
っ
て
あ
る
政
党
の
公
認
を
得
た
と
主
張
し
て
当
選
し
た
ば
あ
い
に
は
、
当
選
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
な
い
か
が
問

題
に
な
り
う
る
。
ま
た
党
名
の
使
用
は
法
的
に
保
護
す
る
に
値
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に

::!r法28(1・159)159

つ
い
て
、
憲
法
院
及
び
司
法
裁
判
所
は
積
極
的
に
解
し
、
政
党
の
存
在
を
法
的
に
も
無
視
し
え
な
い
も
の
と
判
断
し
て
い
る
。

付
、
候
補
者
に
対
す
る
政
党
の
公
認
の
有
無
が
選
挙
の
無
効
を
も
た
ら
す
か
否
か
に
関
す
る
憲
法
院
の
判
決



説

第
五
共
和
制
の
下
で
は
、
国
民
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
、
選
挙
の
無
効
を
主
張
す
る
訴
え
は
憲
法
院
に
提
起
さ
れ
る
o

選
挙
法

=!:A-
両岡

い
と
も
言
え
る
が
、
憲
法
院
は
、
党
の
公
認
の
有
無
を
理
由
と
す
る
選
挙
無
効
の
訴
に
つ
い
て
、
公
認
の
有
無
、

そ
の
選
挙
結
果
に
及
ぼ

北法28(1・160)160 

は
政
党
に
全
く
言
及
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
候
補
者
が
党
の
公
認
を
得
た
か
否
か
は
、
形
式
的
に
は
選
挙
の
効
力
と
は
全
く
関
係
が
な

す
影
響
に
つ
い
て
審
査
し
て
い
る
o

公
認
の
援
用
を
め
ぐ
る
憲
法
院
の
基
本
的
態
度
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
o

ω当
選
し
た
候
補
者
が
党
の
公
認
を
名
乗
っ
て
い
た
ば
あ
い
、
ま
ず
公
認
が
有
効
に
与
え
ら
れ
た
か
否
か
を
審
査
す
る
。

ω当
選
し
た
候
補
者
が
、
不
正
に
、
あ
る
政
党
又
は
政
治
集
団
の
支
持
を
利
用
し
て
い
た
ば
あ
い
、
憲
法
院
は
こ
の
事
実
が
投
票
結
果

を
変
更
す
る
程
の
影
響
を
も
つ
か
否
か
を
審
査
す
る
。

ω候
補
者
が
実
際
に
政
党
の
公
認
を
得
た
か
否
か
解
ら
な
い
ば
あ
い
は
、
公
認
を
得
た
と
の
主
張
を
善
意
で
な
し
た
か
否
か
を
審
査
す

る。
結
局
憲
法
院
は
公
認
の
援
用
が
選
挙
の
無
効
を
も
た
ら
す
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
極
め
て
厳
格
な
要
件
を
課
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ

う
な
場
合
が
あ
り
う
る
と
の
判
断
を
示
し
た
o

党
の
公
認
と
い
う
選
挙
法
が
全
く
言
及
し
て
い
な
い
事
実
を
司
法
機
関
が
重
視
し
て
い
る

点
が
重
要
で
あ
る
。

。
、
司
法
裁
判
所
に
よ
る
党
名
使
用
の
権
利
の
保
護

党
の
名
称
を
使
用
す
る
資
格
の
有
無
を
め
ぐ
る
争
い
が
司
法
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
た
こ
と
は
少
い
が
、

て
、
司
法
裁
判
所
は
、
党
名
使
用
に
つ
い
て
、
正
当
な
権
利
者
を
保
護
す
る
と
の
態
度
を
示
し
た
。

」
れ
ま
で
二
つ
の
事
件
に
お
い

一
は
第
四
共
和
制
下
の
一
九
五
六
年
に
、
急
進
社
会
党

(
F
E
志
望
5
2
5
岡
山
田
島
町
田

-
2
初
出
仏

HE--ωonEE巾
)

を
離
れ
た
人
々

が
新
党
を
結
成
し
、
新
党
に
河
白
色
貯
の
即
日

l
ω
o
n
E
5
0
と
い
う
名
前
を
つ
け
た
の
に
対
し
て
、
急
進
社
会
党
が
、
自
分
達
の
党
と
紛
ら
わ
し



い
名
前
を
用
い
た
こ
と
を
理
由
に
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
件
で
あ
る
。

裁
判
所
(
セ

l
ヌ
民
事
裁
判
所
)
は
、

ω】

ν
日
昨
日
月
色
町

n
L
2
H
u
e
n
h
L
l
ω
c
n
E
E刊
は
一
九
五
六
年
の
分
裂
前
、

ω。ロ山田
]50
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
。

ω司

2
t
刻
印
仏
山
口
に
ゆ
片
岡
山
主

-s-ー
ω。
n
E
2丹
市
自
身
、
宣
伝
目
的
の
出
版
物
、
執
行
委
員
会
か
ら

党

員

に

渡

す

党

員

証

等

に

お

い

て

自

ら

を

同

可

己

江

見

包

片

山

-
Z
H耐
え
町
内
田
ア
ω0口
E
2
g

一
般
に

F
是
主
l

岡山白色付釦-ー

ωcn一出口広件。

と
称
し
て
き
た
こ
と
。

は
多
く
の
公
文
書
、
判
決
等
に
お
い
て
、

刃
包

-s-ー
ω。巳∞
-
Eゆ
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
て
き
た
こ
と
。
判
そ
の
結
果
、

同
)
同

H
t
何
回
全
門
出
-

文
明
州
国
企
口
問
戸
1ω
。ロ仲間口開芯

の
諸
点
を
指
摘
し
、
新
党
の
指
導
者
は
、
「
H
M
R
Z
Fゆ
-

E
E
刻印牛片山戸

lω
。己白

-
Eめ
と
い
う
名
称
」
を
用
い
る
こ
と

と
河
田
仏
片
口
伊
戸
iω
。口

FmLE巾
は
区
別
、
が
つ
か
な
い
こ
と
、

同】己
E
F
Qユ
ロ
月
旦
片
山
-
2
刃
包
FE--∞。口町田

F
S
が
独
占
権
を
も
っ
て
い
た

に
よ
っ
て
損
害
を
与
え
た
と
し
て
、
損
害
賠
償
の
請
求
を
認
め
た
。

フランス憲法における政党の地位同(完)

い
ま
一
つ
は
、
第
五
共
和
制
下
の
一
九
五
八
年
の
議
会
選
挙
の
際
に
、
冨
-
H
N
・
吋
・
の
公
認
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
事
件
で
あ
る
。

五
八
年
一
一
月
二
三
日
の
議
会
選
挙
に
お
い
て
、
宮
・
見
・
可
の
ト
ゥ
ル
コ
ワ

γ
(叶。己円
3
5巴
支
部
は
、
そ

η
書
記
バ
ス
タ
ー
ル
(
∞
守 九

の
北
部
連
合
会
の
執
行
委
員
会
は
バ
ス
タ
ー
ル
を
斥
け
、
他
の
人
物
を
候
補
者
に
指
名

し
た
。
前
記
支
部
は
、
こ
の
決
定
に
従
う
こ
と
を
拒
ん
だ
れ
ー
め
解
散
さ
せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

え

2
5
の
立
候
補
を
提
案
し
た
が
、
冨
・
同
州
・

MM
・

冨
・
児
-
H
V

・
の
名
前
を

用
い
て
バ
ス
タ
ー
ル
を
立
候
補
さ
せ
た
。
宮
・
岡
山
・

MM
・
は
バ
ス
タ
ー
ル
に
対
し
て
、

党
の
名
前
を
用
い
た
ピ
ラ
の
差
押
え
を
求
め
て
訴
を

提
起
し
た
。

裁
判
所
〈
リ
ル
民
事
裁
判
所
)

は
、
「
も
し
党
規
約
が
、

連
合
会
の
執
行
委
員
会
の
み
が
、
:
:
:
活
動
家
が
立
候
補
す
る
の
を
許
す
資

~r法28(1 ・ 16 1)161 

こ
の
公
認
を
得
ず
、
地
方
支
部
の
公
認
を
得
た
に
す
ぎ
な
い
候
補
者
は
、
党
の
候
補
者
で
あ
る

と
名
乗
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
党
の
公
認
を
与
え
ら
れ
た
か
否
か
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
党
の
規
約
を
尊
重
す
る
と
の
態
度
を

明
ら
か
に
し
た
。

格
を
有
す
る
と
規
定
し
て
い
る
な
ら
ば
、



説

ハ
l
)

一
九
五
八
年
一

O
月
一
三
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
り
・

3
印∞

-
f
?
ω
品目・

ハ
2
)

こ
の
選
挙
法
の
制
定
に
は
ド
ゴ
l
ル
の
意
思
が
強
く
働
い
た
と
言
わ
れ
る
。
政
府
内
で
ド
ブ
レ
、
ス
I
ス
テ
ル
、
ピ
ネ
J

ら
多
く
は
名
簿
投
票
制
の
採

用
を
主
張
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
五
八
年
九
月
二
八
日
の
レ
フ
ェ
レ
ン

J

ダ
ム
で
七
九
%
と
い
う
圧
倒
的
な
支
持
を
受
け
た
ト
コ
!
ル
は
、
こ
の
結
果

を
見
て
、
名
簿
投
票
制
の
採
用
に
よ
っ
て
、
「
甚
だ
し
く
右
よ
り
の
『
超
ゴ
i
リ
ス
ト
的
』
議
院
が
生
じ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
小
選
挙
区
制
を
採
用
し
た

と
言
わ
れ
る
。
玄
・
ロ
ロ
〈

2
m巾
♂
同
νmwg仏
D
H何
回
円

E
M
O
H
b
h
2
5
0
恥一

2
吉
岡
白

-
P
E
〉

m
m
D
n
F
E
F
C
D
h
H出口明白
2
0
ι
σ
ω
2
0ロ
円
巾
℃

o
t
t
A
Z
P
円、巾

河内山『ぬ『ぬ口《山口

B
《H
m
w
Z℃件。
s
r円内

2
r
m
念
。
口
三

Dロ
ω
氏
。
ロ
ロ
〈
凸

B
r
z
S印∞
w
〉

-
nえ
3
・

-
g
c
-
-
Y
M
M
A
i
N
N吋
-
n『
・
(
『
・
守
同
-
n
G
H件
。
円
。
了
。
・

何
日
。

2
・
句
・
円
、
ω}己同
HMHPZWVDHm
企
m
w
n
g
z
-
2
2
5恥
mω
一
戸
品
目
乱

O
H
m匂芯一回
2
M
g
c
cロ
め
口
明
同
山
口
円

mwHUω
白
l
】也白
0
・
〉
・

(
U
D
E
P
S由
0
・司・

ω印吋
l

印白日・

(
3
)

ド
ゴ
ー
ル
が
第
四
共
和
制
の
政
党
勢
力
に
反
感
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
選
挙
制
度
は
そ
う
い
う
ド
ゴ
l

ル
の
気
持
に
も
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

(
4
)
ゎ・
l
〉
・
・
ゎ
。

Z
E
E
-
E
Z三
恥
印
匂

Z
Z
5
c
m
m
w
O司・

2
了
間
γ
印
ω印
よ
口
町

-
n
r・
口
市

r
r
g円
y
r
u
仏門

D
I
P
-
-
m
w口同
2
5
P
官
。
唱
。

ω
ι
σ
-
ω
2
5・

同)国間

D
o
e
2
z
z
z
ロ
・
呂
町
吋

-
n
r
z口
五
ロ

P
同)・

5
・

(
5
)

同
法
は
選
挙
法
典

(
g
p
b一
2
z
z
-
)
の
選
挙
運
動
(
官
。
匂

ω
m
g
L
O
)
に
関
す
る
規
定
を
補
完
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
法
に
つ
い
て
、
ロ
・

5
2・

問、.℃・

ω品・

(
6
)

「
宮
ニ
ロ
ヲ
戸
巾
円

Cロ
宮
口
門
戸
巾
口
同

ι
E
A
v
r円三
C
D日
出
口
同
〉
目
的
巾

B
E
b巾
回
目
)
O
Z
Z
A己
何
回
『
門
田
ロ
の
丘
団
巾
印
噌

F
・
c
-
U
-
h
・

5
2
・古・

5
申
・
巾
仲
間
巳
〈
よ

云
-
M
N
・
民
}
凶
何
回
昨
日
ケ

D同}・

2
f
H
Y
M
M
U『・

(
7
〉
一
九
五
八
年
一
一
月
の
悶
民
談
会
選
挙
で
当
選
し
た
エ
プ
ラ
l
ル
(
ゆ

r
z
E
)
が
事
実
に
反
し
て
党
の
公
認
を
得
た
と
主
張
し
て
い
た
こ
と
を
理
由

に
、
一
フ
ラ
l
ル
が
立
候
補
し
て
い
た
選
挙
区
の
選
挙
を
無
効
と
す
る
訴
え
、
が
出
さ
れ
た
。
て
フ
ラ

1
ル
を
当
選
と
し
た
選
挙
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
訴

え
る
主
張
は
二
点
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
エ
ブ
ラ
l
ル
が
、
多
数
の
ポ
ス
タ
ー
に
お
い
て
、
「
C
-
Z
-
m
-
の
唯
一
の
候
補
者
」
と
名
乗
っ
た
が
、

実
際
に
は

d
・
2
・
HF
の
公
認
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
第
二
に
、
彼
が
事
実
に
反
し
て
、
同
ロ
《
広
旬
。
ロ
ハ
目
白
ロ

2

2
宮山、

ω山口切切

H
P
C・
m-w
及
び
わ
ゆ
口
e

t
m
円
b
u
z
z
-
2
5
の
支
持
を
受
け
て
い
る
と
主
張
し
た
。

こ
の
訴
え
に
対
し
、
憲
法
院
は
エ
ブ
ラ
l
ル
は
『
仏
恥
宮
口
牛
田
口
同

ω
2
甘

mwuB田
口
切
の
権
限
を
有
す
る
地
方
組
織
の
支
持
を
正
当
に
受
け
た
と
判
断
し

た
後
、
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
「
仮
り
に
エ
ブ
ラ

I
ル
が
河
・

0
・

m-
お
よ
び
行
内
ロ
円
円
ゆ
み
一
日
)
己
主

W
2
5
の
支
持
を
利
用
し
た
と
し
て
も
:
:
:
第
一
回
選
挙

に
お
い
て
こ
れ
ら
二
つ
の
組
織
を
名
乗
る
こ
と
の
で
き
た
候
補
者
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
票
が
少
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
第
二
川
選
挙
に
よ
っ
て
当
選
と
せ

論
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ら
れ
た
候
補
者
の
得
票
と

13一2
ー
さ
間
口
田
口
g
E
H
(
次
点
と
な
っ
た
侯
補
者
|
|
筆
者
詮
)
の
得
票
の
差
が
大
き
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
そ
れ
は
選

挙
の
結
果
を
変
え
る
程
の
影
響
力
を
も
た
な
い
」
。
同
O
E
M
O
-
-
ι
2
L
b口
2
5ロ
ω
ルロ

(UDEZ己
わ

D口
ω
t
Z己
Oロ
ロ
己

2
ι
。
]
白

(UDEB-由巳
Cコ

(UOロ凹
Z
Z
C
C
Dロ
己

-
o
H
U
Z〈
2
2
2
(以
下
ゎ

-n-
り
と
略
す
〉
、

s
g
l
-
S少
申
芯
〈
・

5
印
UJ
℃
・
-
コ
・

同
じ
一
九
五
八
年
一
一
月
の
選
挙
に
お
い
て
、
デ
ュ

7

l
ル
(
ロ

c
r
g
C
候
補
が
宣
伝
用
の
回
状
お
よ
び
彼
の
名
前
を
印
刷
し
た
投
票
用
紙
に
、
の
2
T

亡
命
ロ

2
5ロ
m
w
-
L
Z
F門広司
2
L
m口
Z
H
M
ミ
E
E
Z噂
ロ
恥
同
H
M
c
n
E
t
o
n
yみ
ご
め
ロ
ロ
σ

及、ひ

τEHFCロ
唱
。
戸
円

F
Z
D
5
3
-一
白
河
A
J
c
E
5
5

(
C
-
Z
-
H
F〉
の
候
補
者
と
記
し
て
い
た
が
、
実
際
に
は

C
-
Z
-
H
P
の
公
認
は
得
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
件
が
争
わ
れ
た
。

憲
法
院
は
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
こ
う
判
断
し
た
。
「
一
方
で
第
一
回
選
挙
で

C
-
Z
-
戸
の
候
補
者
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
得
票
数
を
考
慮
し
、

他
方
で
、
当
選
を
宣
言
さ
れ
た
候
補
者
と
他
の
候
補
者
の
問
の
莫
大
な
得
票
の
差
を
考
慮
す
る
と
:
:
:
不
正
行
為
が
選
挙
の
結
果
に
対
し
て
決
定
的
な
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
、
が
あ
り
え
た
と
は
思
え
な
い
」
。
ゎ

-
n・
H
Y
-
-
E∞
l]也
印
少
回
一
凶
門
広
円
・
呂
町
∞
w

司・也】・

(
8
〉
当
選
し
た

C
-
Z
-
H
N・
所
属
の
一
フ
デ
ィ
ユ
ス

(HU去
E
C
が
り
恥

HHHCn円
三
芯
口

YH恥
丘
四
ロ
ロ
め
仏
内
相
，

g
ロ
2

の
支
持
を
受
け
た
と
の
記
載
が
新
聞
及

び
ポ
ス
タ
ー
に
見
ら
れ
た
が
そ
れ
は
事
実
に
反
す
る
か
ら
こ
の
選
挙
は
無
効
で
あ
る
と
の
訴
え
が
憲
法
院
に
提
起
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
憲
法
院
は
、

「回

2
1同
rF口
県
の

C
・
2.
戸
の
候
補
者
は
り
合
国

0
2
m
t
o
n
r
z
Z
0
2
5
L
o
明

E
ロ
2

の
支
持
を
受
け
た
旨
の
地
方
新
聞
の
記
事
も
、
ラ
デ
ォ

ユ
ス
の
ポ
ス
タ
ー
及
び
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
現
れ
た
同
じ
内
容
の
的
報
も
、
事
態
の
情
況
と
全
国
及
び
地
方
の
レ
ベ
ル
で
む

A
m
g
0
2
2芯
円
}
ロ
含

E
ロロ

O

LO
明

Z
口
口
市
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
態
度
を
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
情
報
が
葱
意
で
発
表
さ
れ
た
と
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な

条
件
の
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
が
選
挙
の
結
果
を
ゆ
が
め
る
性
質
を
有
す
る
不
正

(
B
田
昌
信
ロ
〈
円
ろ
を
構
成
し
た
と
い
う
申
立
は
容
れ
ら
れ
な
い
」

。
・
の
・
句
J

】由印∞
l
】喧印タ

M
C
]
m
M
口
〈
・
]
喧
印
一
ww

同)・】印印・

全
く
同
様
の
判
決
が
、
同
じ
回
目
印
l
E
H
E
県
第
七
選
挙
区
の
選
挙
無
効
を
求
め
る
申
請
に
対
し
て
な
さ
れ
た
。

(U-n・】
ν
-
M
吋』

ωHM〈・

s
s・-】・

-
2・

(
9
)

、円ユ

r
-
n
z
-
L
O
F
ω
2ロ
0・
M
吋
ヨ

ω円
山
】
也
印
吋
・
ロ
・

3
印吋・

ω
O
B
E
E
S
-
司・

8
・

ハ
山
山
〉
こ
の
事
件
で
、
パ
ス
タ
ー
ル
は
党
の
公
認
を
名
乗
る
資
格
は
な
い
と
さ
れ
た
が
、
彼
に
よ
っ
て
配
布
さ
れ
た
ピ
ヲ
等
の
差
押
を
求
め
る
請
求
は
、
「
党

(豆
-HFHY)
は
パ
ス
タ
ー
ル
の
資
格
の
欠
徐
に
つ
い
て
知
ら
せ
る
た
め
に
、
宣
伝
手
段
を
右
し
て
い
る
」
と
い
う
理
由
で
、
斥
け
ら
れ
た
。
吋
ユ
グ
口

Z
-

《同町一

ω
戸
ニ

-
P
G
口
口
〈
・
-
申
印
∞
・
ロ
・

5
印
?
"
ω
0
5
5
mご
0・司・

5
・
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第
四
章
の
ま
と
め

第
四
共
和
制
以
前
の
フ
ラ

γ
ス
に
お
け
る
名
簿
投
票
制
の
展
開
は
、
同
時
に
、
名
簿
に
、
一
一
一
一
口
い
か
え
れ
ば
名
簿
作
成
者
で
あ
る
政
党
に



説

次
第
に
有
利
な
地
位
を
与
え
て
行
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。
普
通
選
挙
が
は
じ
め
て
実
施
さ
れ
た
時
の
選
挙
法
で
あ
る
一
八
四
八
年
法
は
候

補
者
名
簿
を
用
い
て
投
票
す
る
方
法
を
採
用
し
た
。
し
か
し
こ
の
選
挙
法
の
下
で
は
、
名
簿
が
用
い
ら
れ
た
と
は
言
っ
て
も
、
候
補
者
は

:f~ 

n問

単
独
で
選
挙
に
臨
む
か
名
簿
の
一
員
と
し
て
選
挙
に
臨
む
か
を
選
択
し
え
た
し
、
選
挙
人
は
い
ず
れ
か
一
つ
の
名
簿
を
選
択
す
る
の
で
は

な
く
、
名
簿
の
中
の
候
補
者
個
人
を
選
ぶ
の
で
あ
り
、
選
挙
人
は
選
挙
区
の
議
員
定
数
の
数
だ
け
の
候
補
者
に
票
を
投
じ
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
が
、
異
な
る
名
簿
の
中
か
ら
候
補
者
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
選
挙
制
度
は
名
簿
を
単
位
と
し
て
投

票
す
る
本
格
的
名
簿
投
票
制
と
は
言
え
な
い
。

一
八
八
五
年
の
選
挙
法
も
二
回
選
挙
制
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
点
を
除
け
ば
、
こ
れ
と
同
じ

一
九
一
九
年
の
選
挙
法
の
制
度
は
基
本
的
に
は
一
八
八
四
年
法
の
制
度
と
同
じ
で
あ
る
が
、
投
票
数
の
過
半
数
の
得
票
を
し
た

候
補
者
を
当
選
と
し
て
残
余
の
議
席
、
が
あ
る
場
合
に
は
名
簿
聞
の
得
票
数
に
比
例
し
て
名
簿
に
配
分
さ
れ
る
(
残
余
議
席
に
つ
い
て
の
み

で
あ
る
。

の
比
例
代
表
制
)
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
こ
の
制
度
は
本
格
的
な
名
簿
投
票
制
に
一
歩
近
づ
き
、
議
席
配
分
に
つ
い
て
名
簿
に
利
益
を

与
え
て
い
る
と
言
え
る
(
以
上
第
一
節
)
。

第
四
共
和
制
下
の
三
つ
の
選
挙
法
は
い
ず
れ
も
立
候
補
が
、
政
党
が
作
成
す
る
候
補
者
名
簿
の
提
出
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
選
挙
人
は
候

補
者
個
人
を
選
ぶ
の
で
は
な
く
名
簿
を
選
ぶ
と
い
う
意
味
で
本
格
的
な
名
簿
投
票
制
を
採
用
し
、
当
選
者
の
決
定
は
名
簿
の
得
票
の
大
き

さ
に
応
じ
る
と
い
う
比
例
代
表
制
を
採
用
し
た
。
名
簿
投
票
・
比
例
代
表
制
は
二
つ
の
意
味
で
、
政
党
の
党
員
に
対
す
る
大
き
な
権
力
を

立
候
補
者
決
定
に
つ
い
て
政
党
が
支
配
権
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
、
二
は
、
名
簿
内
の
順
位
の
決
定
に
よ
っ
て

許
す
制
度
で
あ
る
。

は

誰
を
当
選
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
政
党
が
実
質
的
決
定
権
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
四
共
和
制
下
の
選
挙
法
は
い
ず
れ
も
比
例
代
表
制
を

採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
選
挙
を
政
党
聞
の
争
い
に
し
た
と
言
え
る
。

第
四
共
和
制
下
の
選
挙
法
は
、
同
時
に
、
多
分
に
人
工
的
な
議
席
配
分
方
法
に
よ
っ
て
特
定
の
政
党
を
有
利
に
し
又
は
不
利
に
す
る

と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
た
。

一
九
四
五
年
法
は
大
政
党
に
有
利
な
議
席
配
分
方
法
を
採
っ
て
い
た
し
、

一
九
五
一
年
法
は
共
産
党
と

北法28(1・164)164 



H

F

H

M

・
明
・
を
不
利
に
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
。

第
五
共
和
制
の
下
に
お
い
て
、
国
民
議
会
の
選
挙
法
は
単
記
二
回
投
票
制
を
採
用
し
た
。
こ
の
制
度
の
下
に
お
い
て
は
、
政
党
の
候
補

者
に
対
す
る
支
配
力
は
比
例
代
表
制
を
採
っ
た
場
合
よ
り
は
弱
ま
る
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
の
下
で
も
、
選
挙
に
お
い
て
政
党
が
実
際
に

果
す
役
割
は
大
き
い
か
ら
、
司
法
機
関
も
選
挙
に
お
い
て
政
党
が
果
す
役
割
を
無
視
し
え
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
憲
法
院
は

国
民
議
会
議
員
の
当
選
無
効
の
訴
を
審
査
す
る
に
あ
た
っ
て
は
当
選
を
宣
せ
ら
れ
た
候
補
者
が
実
際
に
党
の
公
認
を
得
て
い
た
か
否
か
を

議
員
の
当
落
に
影
響
す
る
事
実
と
し
て
取
り
あ
げ
る
場
合
が
あ
る
(
全
く
無
視
す
る
こ
と
は
し
な
い
)
と
の
態
度
を
示
し
た
。
ま
た
司
法

裁
判
所
は
、
党
の
名
称
を
使
用
す
る
権
利
は
、
実
際
に
そ
の
名
称
を
使
用
す
る
資
格
の
あ
る
者
が
排
他
的
に
使
用
し
う
る
権
利
で
あ
る
と

し
た
(
第
三
節
)

0
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第
五
章

憲
法
に
お
け
る
政
党
条
項
の
設
定

既
述
の
よ
う
に
、
第
五
共
和
制
憲
法
は
は
じ
め
て
政
党
条
項
を
設
定
し
た
。
政
党
に
関
す
る
規
定
を
憲
法
の
中
に
設
け
よ
う
と
の
動
き

は
第
四
共
和
制
憲
法
制
定
の
時
に
も
強
く
あ
っ
た
が
、

そ
こ
で
は
実
を
結
ば
な
か
っ
た
o

第
四
共
和
制
憲
法
制
定
時
の
政
党
条
項
設
定
の
試
み
及
び
第
五
共
和
制
憲
法
に
お
け
る
政
党
条
項
設
定
の
経
過
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
政

党
条
項
設
定
の
際
出
さ
れ
た
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、

且
つ
現
行
憲
法
四
条
の
意
義
を
考
察
し
よ
う
。

第
一
節

第
四
共
和
制
憲
法
に
お
け
る
政
党
条
項
設
定
の
試
み

北法28(1・165)165 

政
党
が
統
治
機
構
の
中
で
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と

(
4
側
一
掃
)
も
あ

っ
て
、
第
四
共
和
制
憲
法
制
定
当
時
、
政
党
の
重
要
性
が
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
第
四
共
和
制
憲
法
制

定
当
時
発
表
さ
れ
た
共
産
党
お
よ
び
社
会
党
の
憲
法
草
案
が
い
ず
れ
も
、
間
接
的
な
が
ら
、
政
党
に
一
定
の
役
割
を
与
え
て
い
た
こ
と
に

第
二
次
大
戦
直
後
、

国
家
権
力
が
再
建
さ
れ
る
前
に
、



tえ

も
一
亦
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
第
一
次
憲
法
制
定
議
会
に
設
け
ら
れ
た
憲
法
委
員
会
(
わ
C
B
E
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も
ま
た
政
党
条
項
設
定
の
問
題
を
取
り
あ
げ
た
。

Z弓♂為
日同

一
九
四
五
年
二
一
月
七
日
、
意
法
委
員
会
は
、
賛
成
二
二
、
反
対
一
七
、
棄
権
一
で
、
次
の
四
原
則
に
基
づ
く
政
党
条
項
を
憲
法
に
設

け
る
こ
と
を
可
決
し
た
。

一
、
複
数
政
党
制
の
確
認

二
、
政
党
が
人
権
宣
言
の
基
本
的
諸
原
則
に
同
意
す
る
義
務

三
、
政
党
が
民
主
的
組
織
を
も
っ
必
要
性

四
、
政
党
の
出
費
と
収
入
の
統
制

こ
の
構
想
に
は
社
会
党
、
冨
・
同
-

H

)

・、

C
・
C-

∞-
M
N

・
(
民
主
社
会
主
義
抗
戦
同
盟
)
が
賛
成
し
た
が
、

共
産
党
及
び
右
派
の
独
立
派

が
反
対
し
た
。
共
産
党
が
反
対
し
た
の
は
自
ら
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
独
立
派
の
反
対
は
議
員
の
政
党
へ
の
従
属

を
も
た
ら
す
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

憲
法
委
員
会
に
お
け
る
そ
の
後
の
審
議
で
、
次
の
よ
う
な
政
党
条
項
を
、
人
権
宣
言
の
中
に
設
け
る
と
す
る
草
案
が
提
出
さ
れ
た
こ

九
四
六
年
二
月
二

O
日)。

「
一
党
制
は
、
共
和
主
義
的
自
由

(
F
E
Z
3ふ
弘
吉
5
2
Z乙
の
原
則
に
反
す
る
も
の
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
。
選
挙
人
は
合
法
的
に

つ
く
ら
れ
た
政
党
守
白
邑
田
旬
。

-xzzg-S出
ゲ
ヨ
巾

E
8
5
t
z
r
)

こ
の
合
法
的
に
つ
く
ら
れ
た
政
党
と
い
う
性
格
を
も
っ
。

に
所
属
す
る
候
補
者
の
中
か
ら
選
択
を
な
す
。
次
の
も
の
の
み
が

a
憲
法
の
官
頭
に
記
さ
れ
る
人
権
宜
言
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
諸
原
則
に
同
意
す
る

(同門】}戸れ
V
H
叩
ロ
神
田
口
M
内

明

)

H

・F
口市仲間
}σ
由
旬
。
凹

A

山田℃同司
}
m
F

む
か
の

F
S
H
-。
ロ
仏
叩
田
口
円
。
伊
丹
田
門
凶
巾
勺
E
C
B
B巾V

政
党



b
そ
の
内
部
組
織
が
民
主
主
義
の
規
則
に
か
な
う
(
芯
3
E
m
三
宮
司

-2司
。
吋
宮
己
由
主
。
ロ
ピ
号
s
o
p
-山
門

b
t
o
門広ヨ。
2
2
Z
5
)

政
党c

そ
の
収
入
・
支
出
に
つ
い
て
、
国
家
の
統
制
を
受
け
い
れ
る
政
党
」

右
の
政
党
条
項
の
草
案
は
、
政
党
に
対
し
て

a
、
b
、
C

の
要
件
を
課
し
た
点
と
と
も
に
、
選
挙
人
は
右
の
要
件
を
備
え
た
政
党
の
候

補
者
に
し
か
投
票
し
え
な
い
と
し
、
い
わ
ゆ
る
合
法
的
な
政
党
に
具
体
的
法
的
な
特
権
を
与
え
、
政
党
を
規
制
し
た
点
に
特
徴
が
あ
る
o

そ
し
て
、
こ
の
後
者
の
、
政
党
を
規
制
す
る
点
が
、
「
選
挙
人
及
び
候
補
者
の
自
由
」
を
害
す
る
も
の
と
し
て
反
対
さ
れ
、
結
局
、
こ
の
条

項
は
満
場
一
致
で
削
除
す
る
こ
と
が
可
決
さ
れ
た
(
一
九
四
六
年
二
月
二

O
日)。

こ
う
し
て
、

一
九
四
六
年
四
月
一
九
日
の
第
一
次
憲
法
草
案
(
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
で
否
決
さ
れ
た
た
め
草
案
に
と
ど
ま
っ
た
〉
は
政
党

フランス憲法における政党の地位向(完)

そ
の
人
権
宣
言
の
中
に
、
「
す
べ
て
の
人
間
は
、
自
由
に
結
社
を
結
成
す
る
権
利
を

も
っ
。
た
だ
し
、
そ
の
結
社
、
が
人
権
宣
言
で
保
障
さ
れ
て
い
る
諸
自
由
を
害
し
た
り
、
ま
た
は
、
害
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
」
(
一
九
条
)
と
す
る
結
社
に
関
す
る
条
項
と
議
員
グ
ル
ー
プ
に
言
及
す
る
一
ケ
条
(
五
六
条
)
を
置
く
こ
と
に
な
っ
払
せ

に
言
及
す
る
条
項
は
設
け
る
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、

第
四
共
和
制
憲
法
で
あ
る
一
九
四
六
年
一

O
月
二
七
日
憲
法
は
、
政
党
そ
の
も
の
に
関
す
る
規
定
は
全
く
置
い
て
い
な
い
が
、
先
に
第

三
章
で
示
し
た
よ
う
に
、
議
員
グ
ル
ー
プ
に
有
利
な
地
位
を
与
え
る
三
ケ
条
を
置
い
て
い
る
。

(

1

)

当
時
発
表
さ
れ
た
共
産
党
の
憲
法
草
案
は
、
国
民
議
会
の
選
挙
は
比
例
代
表
制
に
よ
っ
て
な
す
こ
と
と
し
て
い
た
(
八
条
〉
し
、
社
会
党
の
憲
法
草
案

は
、
国
民
議
会
は
そ
の
理
事
部
を
比
例
代
表
で
選
出
す
る
(
五
三
条
)
と
し
て
い
た
。
両
党
の
憲
法
草
案
は
、
戸
口
・
同
μ
・
】
宮
町
w
-
v
・
5
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国
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説

(
5
)
 

(
6
)
 

と
く
に

H
p
h
国宝

g
口
件
、
か
こ
の
こ
と
を
強
調
し
た
。

(
U
O
B宮
内

田

円

g
ι
5・
0

官・ロ

-
f
u・
4
M印
I
お∞・

第
五
六
条
は
、
「
国
民
議
会
は
、
毎
年
の
会
期
の
初
め
に
、
グ
ル
ー
プ
の
比
例
代
表
の
方
法
で
そ
の
理
事
部
を
選
出
す
る
」
と
規
定
し
た
。

さ子J為

員同

第
二
節

第
五
共
和
制
憲
法
に
お
け
る
政
党
条
項
の
設
定
と
そ
の
意
義

北法28(1・ 168)168

第
五
共
和
制
憲
法
は
憲
法
と
し
て
初
め
て
政
党
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
規
定
を
お
い
た
。
即
ち
第
四
条
は
「
政
党
及
び
政
治
集
団
は

投
票
に
よ
る
意
思
表
示
に
協
力
す
る
。
そ
れ
ら
は
自
由
に
つ
く
ら
れ
、

且
つ
自
由
に
活
動
を
な
す
。
そ
れ
ら
は
国
家
主
権
及
び
民
主
々
義

こ
の
政
党
条
項
が
ど
の
よ
う
な
経
過
で
設
定
さ
れ
た
か
、

ま
た
政
党
条
項
が

の
諸
原
則
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
」
と
定
め
た
。

い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
か
明
ら
か
に
し
よ
う
。

一
、
政
党
条
項
設
定
の
経
過

こ
の
条
項
は
政
府
の
予
備
草
案

f
gロ
寸
℃

g
吉
)
に
は
な
く
「
憲
法
諮
問
委
員
会
」

(
8
5
Eゅ

8
5己
S
丘

8
5
E
E
5ロ
ロ
乙
)
で

付
加
さ
れ
た
o

こ
の
条
項
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
問
委
員
会
に
お
け
る
討
議
を
見
て
み
よ
う
o

予
備
草
案
二
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

「
国
民
主
権
は
人
民
に
属
す
る
。

(
二
行
自
略
)

人
民
は
そ
の
代
表
者
と
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
よ
っ
て
そ
れ
(
主
権
)
を
行
使
す
る
。

投
票
は
憲
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
場
合

(
h
a
)
に
よ
り
直
接
的
又
は
間
接
的
で
あ
り
う
る
。
そ
れ
は
常
に
普
通
・
平
等
・
秘
密
(
の

投
票
〉
で
あ
る
。

(
五
行
目
略
)
」

∞E
百
戸
。
巾
「
四
日

g
η
E
P
の
Z
E
Cロロ
Z
が
こ
の
二
条
に
次
の
内
容
の
二
項
を
付
加
す
る
修
正
案
を
出
し
た
。
「
意
見
と
表
現
の
自
由

(
r
r
Zえか門
2
2
E
Cロ
2
門
宗
与
R
Z
-
cロ
〉
は
全
て
の
者
に
保
証
さ
れ
る
。
し
か
し
政
治
的
結
社
及
び
集
団
は
民
主
々
義
の
諸
原
則
を
取



り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

且
つ
い
か
な
る
外
国
の
支
配
を
も
受
け
い
れ
て
は
な
ら
な
い

2
1
2
E
5
2
1
5吋
母

1
E
n
s
g
&
B
0・

2
1
E
t
A
E
作
田
町
同
ロ
ぷ
Q
M
m
-
u
R
W
H
E
己
口
己
口
。
。
σ
ふ
仏
』
巾
ロ
ロ
の
ふ
同
門
戸
〈
m
D
H
A
U
〉」

∞
Z
M
E
2戸
は
提
案
理
由
を
説
明
し
て
言
っ
た
o

「
フ
ラ
ン
ス
及
び
イ
タ
リ
ア
を
除
い
て
、
全
て
の
西
欧
諸
国
家
は
、
共
産
主
義
者
に
よ
る
(
国
家
の
)
壊
乱
す
己

7
m
E。ロ
g
B
E
E
-

ロ』印丹市
w〉

に
対
す
る
国
家
体
制
の
保
護
を
組
織
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

共
産
主
義
者
の
壊
乱
が
わ
が
国
に
も
た
ら
し
た
不
幸
な
結
果
に
つ

い
て
は
、
あ
な
た
が
た
皆
が
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
」

ま
た
提
案
者
の
一
人
回
日

g
与
古
は
こ
う
言
っ
た
。
「
国
家
の
全
ゆ
る
機
関
に
お
け
る
共
産
主
義
者
の
活
動
が
フ
ラ
ン
ス
民
主
主
義
の

弱
さ
の
最
も
大
き
な
理
由
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
否
定
し
な
い
」

匂
門
司
は
こ
の
修
正
案
に
二
点
の
修
正
を
ほ
ど
こ
し
た
上
で
賛
成
す
る
と
言
っ
た
。

フランス憲法における政党の地位日(完)

一
つ
は
「
し
か
し
」
の
語
を
削
除
す
る
。

つ
は
「
民
主
主
義
の
諸
原
則
を
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

E
2
2
E
5
5℃
宵

2
己

2
匂ユロロ

G
2
門広

5
2
g
H
2
5乙
」
と
の
表
現

L 、
ま

に
な
お
す
こ
と
で
あ
る
。

こ
か
に
対
し
て
共
産
党
排
除
を
志
向
す
る
玄
白
色

zq
は
な
お
「
政
治
的
結
社
及
び
政
党
は
い
か
な
る
外
国
の
支
配

(。ゲ凡山門出巾ロ
n
m
w

〉

を
も
受
け
入
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
条
項
を
お
く
こ
と
を
主
張
し
た
。

吋
色
丹

mg
が
基
本
的
な
問
題
の
所
在
を
指
摘
し
た
。
「
修
正
案
は
な
お
多
く
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
『
民

主
主
義
の
原
則
』
、
が
何
で
あ
る
か
を
誰
が
判
断
す
る
の
か
?
政
党
が
そ
れ
ら
の
原
則
を
守
っ
て
い
る
か
否
か
を
誰
が
言
う
の
か
?
議
会

共
産
主
義
者
は
、
我
々
が
彼
ら
が
真
の
民
主
的
原
則
と
呼
ん
で
い
る
も
の
を
守
っ
て
い
な
い
、
と
言
っ
て
我
々
を
非
難

議
論
の
展
開
す
る
中
で

北法28(1・169)169

か
裁
判
所
か
?

し
て
い
る
の
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
0

結
局
修
正
案
に
つ
レ
て
は
作
業
グ
ル
ー
プ

(
m
g
z
u
m
号
可
22-)
で
検
討
し
、
後
日
再
び
審
議
す
る
こ
と
に
し
た
o
後
日
、
∞

E
ヨ
5
巳



説

カ二

作
業
グ
ル
ー
プ
が
次
の
条
項
を
可
決
し
た
と
し
て
提
出
し
た
。
「
政
党
及
び
政
治
集
団
は
憲
法
に
含
ま
れ
る
民
主
主
義
の
諸
原
則
を

ミ子Lo.，IIU 

回

E
U刊

HHR-
は
、
外
国
の
支
配
云
々
と
い
う
表
現
を
削
除
し
た
の
は
、

そ
の
こ
と
は
民
主
主
義
の
原
則
の
尊
重
の
中
に
当
然
含
ま
れ
る

北法28(1・170)170

尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
組
織
法
が
こ
の
条
項
の
適
用
の
態
様
を
定
め
る
o
」

と
考
え
た
か
ら
だ
と
し
、
組
織
法
が
こ
れ
に
対
す
る
制
裁
に
ふ
れ
る
の
が
適
切
だ
と
の
趣
旨
の
発
言
を
加
え
た
。

か
か
る
法
文
を
お
く
こ
と
は
有
効
で
な
い
と
す
る
意
見
や
、
将
来
こ
の
法
文
を
乱

政
党
に
関
す
る
こ
の
条
項
を
お
く
こ
と
に
対
し
て
、

用
す
る
政
府
が
現
れ
な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
と
し
て
こ
の
条
項
を
お
く
こ
と
に
反
対
す
る
意
見
も
出
さ
れ
た
が
、
結
局
委
員
会
は
作
業

グ
ル
ー
プ
が
可
決
し
た
と
し
て
∞

EU1HMoo-
が
提
案
し
た
修
正
を
可
決
し
た
。
憲
法
の
最
終
草
案
に
お
い
て
は
こ
の
法
文
の
う
ち
組
織
法

云
々
の
こ
と
ば
が
削
除
さ
れ
て
現
行
憲
法
四
条
の
文
言
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

右
に
あ
げ
た
こ
の
条
項
の
制
定
経
過
か
ら
、
右
の
条
項
は
、
政
治
結
社
が
「
民
主
主
義
の
諸
原
則
を
取
り
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
且
つ

い
か
な
る
外
国
の
支
配
を
も
受
け
い
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
規
定
に
よ
っ
て
共
産
党
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
人
々
と
、
こ
れ
に
反
対
す

る
人
々
の
聞
の
妥
協
の
産
物
と
し
て
生
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
審
議
過
程
に
お
い
て
、
「
民
主
主
義
の
諸
原
則
」
に
は
外
国
の

支
配
を
受
け
な
い
こ
と
を
含
む
と
の
主
張
も
あ
っ
た
が
、

実
は
、

「
民
主
主
義
の
諸
原
則
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
規
定
が

法
的
に
ど
う
い
う
効
果
を
有
す
る
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
o

こ
の
点
は
、
後
の
法
の
運
用
に
委
ね
ら
れ
た
も
の
と
も
解
せ
ら
れ
る

が
、
「
組
織
法
が
こ
の
条
項
の
適
用
の
態
様
を
定
め
る
」
と
す
る
規
定
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
は
、

憲
法
制
定
者
は
、

こ
の
四
条
の
「
民
主

主
義
の
諸
原
則
」
に
法
定
効
力
を
も
た
せ
る
意
図
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
憲
法
四
条
の
意
義

こ
の
政
党
条
項
が
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
、

法
的
意
義
と
道
徳
的
な
い
し
精
神
的
意
義
と
に
分
け
て
考
察
し

ょ
う
。



先
ず
法
的
意
義
を
検
討
す
る
が
、
第
一
に
政
党
に
何
ら
か
の
特
権
を
与
え
て
い
る
か
、
第
二
に
政
党
に
何
ら
か
の
規
制
を
課
し
て
い
る

か
を
順
次
検
討
す
る
。

け
こ
の
条
項
は
政
党
に
あ
ら
た
に
法
上
の
特
権
を
与
え
て
い
る
か
o

は
「
政
党
及
び
政
治
集
団
」

こ
の
点
で
二
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
第
一
の
点

と
い
う
役
割
を
与
え
て
い
る
点
で
あ
り
、

「
投
票
に
よ
る
意
思
表
示
に
協
力
す
る
」

は
、
右
の
両
者
の
「
自
由
」
を
宣
言
し
て
い
る
点
で
あ
る
o

こ
の
ご
点
は
、
果
し
て
法
的
に
政
党
に
特
権
を
与
え
て
い
る
も
の
と
見
う
る

に
対
し
て

第
二
の
点

で
あ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
「
投
票
に
よ
る
意
思
表
示
に
協
力
す
る
」
と
い
う
役
割
は
、
こ
の
条
項
に
よ
っ
て
初
め
て

政
党
及
び
政
治
集
団
に
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
条
項
は
、

」
れ
ま
で
政
党
が
果
し
て
き
た
役
割
を
確
認
す
る
も
の
に
す
ぎ
な

フランス憲法における政党の地位同(完)

ぃ
。
し
か
も
、
「
投
票
に
よ
る
意
思
表
示
に
協
力
す
る
」
と
い
う
役
割
を
政
党
及
ひ
政
治
集
団
に
限
る
と
す
る
趣
旨
の
規
定
で
な
い
こ
と
、

政
党
と
政
治
集
団
を
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
条
項
は
、
右
の
役
割
に
お
い
て
、
政
党
に
法
上
の
特
権
を
与
え
た
も
の
で

は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
o

第
二
点
の
、
政
党
及
び
政
治
集
団
に
対
す
る
「
自
由
」
の
宣
言
に
つ
い
て
も
、
本
条
項
が
そ
れ
ら
に
初
め
て
自
由
を
保
障
し
た
わ
け
で

そ
れ
ら
に
対
す
る
自
由
を
特
別
に
保
障
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
第
一
章
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
現
代
に
お
い
て
は
、
結
社
の
自

由
は
憲
法
的
な
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
京
一
結
)
。

り
こ
の
条
項
が
政
党
に
対
し
て
課
し
て
い
る
規
制
は
法
的
な
効
力
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
条
項
は
、
政
党
及
び
政
治
集
団
に
対
し

と
い
う
規
制
を
課
し
て
い
る
。
こ
の
規
制
は
法
的
効
力
を

+」
h

p

h

、-
J

、

t
T
L
l
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て
、
「
国
家
主
権
及
び
民
主
主
義
の
諸
原
則
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
「
国
家
主
権
及
び
民
主
主
義
の
諸
原
則
の
尊
重
」
と
い
う
義
務
は
、
既
に
、

実
定
法
に
よ
っ
て
、

結
社
に
対
し
て
課
さ
れ
て



説

い
る
o

即
ち
、
国
家
主
権
を
侵
害
す
る
政
党
・
結
社
は
一
九
三
六
年
法
の
い
う
、

「
国
の
領
土
の
完
全
性
に
攻
撃
を
加
え
る
」
結
社
と
し

て
規
制
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
し
(
第
二
章
第
三
節
)
、
「
民
主
主
義
の
諸
原
則
」
に
違
反
す
る
政
党
・
結
社
は
、

一
九

O
一
年
法
の
違
法

北法28(1・172)172

さb.
d岡

な
結
社
の
解
散
の
制
度
(
第
二
章
第
二
節
)
及
び
一
九
三
六
年
法
の
暴
力
主
義
的
結
社
の
解
散
の
制
度
(
第
二
章
第
三
節
〉
に
よ
る
規
制

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
国
家
主
権
及
び
民
主
主
義
の
原
理
の
尊
重
の
た
め
に
、
本
条
項
が
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必

然
性
は
と
ぼ
し
か
っ
た
と
言
え
る
o

憲
法
諮
問
委
員
会
の
最
終
草
案
に
あ
っ
た
、
「
組
織
法
が
こ
の
条

項
の
適
用
の
態
様
を
定
め
る
」
と
す
る
規
定
が
、
最
終
草
案
か
ら
削
除
さ
れ
た
こ
と
は
、
憲
法
制
定
者
が
、
本
条
項
の
規
制
に
具
体
的
方

第
二
に
、

先
に
本
条
項
の
制
定
過
程
に
か
ん
し
て
ふ
れ
た
よ
う
に
、

法
的
効
力
を
与
え
る
意
図
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
o

第
三
に
、
本
条
項
は
違
憲
政
党
排
除
と
い
う
法
的
効
果
を
伴
わ
な
い
も
の
と
す
る
方
向
で
解
釈
・
運
用
さ
れ
て
い
る
。
先
に
ふ
れ
た
よ

う
に
(
第
四
章
第
四
節
)
、
憲
法
院
は
、

議
員
グ
ル
ー
プ
の
形
成
に
「
政
治
宣
言
」
の
議
長
へ
の
届
出
と
官
報
へ
の
掲
載

一
九
五
九
年
、

理
事
部
が
憲
法
四
条
の
規
定
に
反
す
る
と
判
断
し
た
「
政
治
宣
言
」
に
つ
い
て
は
、
官
報
へ
の
掲
載
を
延
期
し
議
院

が
そ
れ
を
受
理
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
旨
を
規
定
し
た
国
民
議
会
規
則
を
憲
法
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
。
こ
の
判
決
は
、
「
政
治
宣

言
の
憲
法
四
条
へ
の
適
合
性
の
評
価
を
専
ら
国
民
議
会
に
委
ね
」
る
こ
と
に
よ
り
、
グ
ル
ー
プ
の
形
成
を
許
す
か
否
か
を
議
院
が
判
断
す

る
と
し
た
点
を
違
憲
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
判
決
は
憲
法
四
条
の
法
的
意
味
が
な
ん
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
全
く
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
同

を
要
求
し
た
上
で
、

条
に
つ
い
て
の
自
由
主
義
的
解
釈
の
方
向
を
示
し
た
も
の
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
。

結
局
本
条
項
は
、
政
党
に
特
権
を
与
え
ま
た
は
こ
れ
を
規
制
す
る
と
い
う
法
的
効
力
は
有
せ
ず
、
政
党
の
自
由
な
形
成
と
活
動
を
保
障

言す
え る
よ干こ
うよと
O を

確
ヨ刃

し

立
つ
政
党
に
「
国
家
主
権
及
び
民
主
主
義
の
諸
原
則
の
尊
重
」
と
い
う
政
治
的
・
倫
理
的
義
務
を
課
し
た
も
の
と
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フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
秩
序
の
下
に
お
い
て
政
党
が
い
か
な
る
地
位
を
占
め
て
い
る
か
を
検
討
し
て

来
た
。
こ
こ
で
結
び
に
か
え
て
、
「
政
党
の
憲
法
上
の
地
位
」
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
の
特
徴
を
指
摘
し
た
上
で
、

こ
れ
ま
で
、
各
章
の
考
察
に
お
い
て
、

ト

リ

J¥  

ノレ

の

理
論
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

フランス憲法における政党の地位伺(完)

フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
政
党
の
地
位
は
次
の
三
点
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

第
一
に
、
保
障
及
び
規
制
に
つ
い
て
、
政
党
と
一
般
の
結
社
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
o

こ
の
点
は
西
ド
イ
ツ
な
ど
の
法
制
と

(
第
一
章
第
二

の
大
き
な
差
異
で
あ
る
o

実
定
法
の
下
に
お
い
て
は
、

政
党
は
一
般
の
結
社
と
全
く
同
じ
よ
う
に
憲
法
的
保
障
を
受
け

節)、

且
つ
一
般
結
社
と
同
じ
規
制
を
受
け
て
い
る
(
第
二
章
)
o

第
五
共
和
制
憲
法
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
政
党
条
項
も
、
実
は
、
政
党

の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
政
党
及
び
政
治
的
集
団
は
」
と
、
政
党
と
政
治
上
の
結
社
を
併
記
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
政

党
に
一
般
の
結
社
と
異
な
る
特
別
な
地
位
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
西
ド
イ
ツ
憲
法
二
一
条
の
政
党
条
項
は
、
正
に
、
政
党
を
他

の
結
社
と
区
別
し
、
こ
れ
に
特
別
な
地
位
(
義
務
を
含
む
)
を
与
え
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
、
外
見
的
な
類
似
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
言
い
う
る
。

~t法28 (1・ 173)173

こ
の
よ
ろ
な
、
政
党
と
一
般
の
結
社
と
を
区
別
し
な
い
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
政
党
に
特
別
な
地
位
を
与



説

え
る
べ
き
だ
と
す
る
論
者
の
立
場
か
ら
は
反
対
が
出
さ
れ
よ
ト
パ
ル
し
か
し
、
政
党
と
一
般
の
結
社
は
峻
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
実
際
に
は
、

一
般
の
結
社
で
、
選
挙
の
時
に
の
み
政
治
活
動
を
な
す
も
の
が
存
在
す
る
し
、
政
党
が
そ
の
付
属
組
織
と
し
て
、

ク

プ

~r法28(1・ 174)174

さ'A.
両日目

ブ
や
青
年
組
織
を
も
つ
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
政
党
の
活
動
は
一
般
の
結
社
あ
る
い
は
私
人
と
協
力
し
合
つ
て
な
さ
れ
る
こ
と
こ
そ

自
然
な
姿
で
あ
っ
て
、

一
般
結
社
に
対
し
て
、

た
と
え
ば
、
候
補
者
を
出
す
な
ど
の
政
治
活
動
を
許
さ
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
政
党
の
生

き
生
き
し
た
活
動
を
破
壊
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
実
定
法
も
憲
法
も
政
党
と
一
般
結
社
と
を
区
別
し
て
い

な
い
フ
ラ
ン
ス
の
あ
り
方
は
、
極
め
て
自
由
主
義
的
な
あ
り
方
を
一
不
す
も
の
と
し
て
、
高
く
評
価
で
き
る
と
思
う
。

憲
法
四
条
の
い
う
、
「
政
党
及
び
政
治
集
団
は
国
家
主
権
及
ひ
民
主
主
義
の
諸
原
則
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

第
二
に
、

と
の

政
党
を
規
制
す
る
条
項
が
、

法
的
な
効
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
く
、

政
治
的
な
い
し
精
神
的
・
道
徳
的
な
効
力
の
み
を
も
つ
も
の
と
し

て
解
釈
・
運
用
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
o

こ
の
点
に
も
西
ド
イ
ツ
憲
法
の
政
党
条
項
と
の
大
き
な
差
異
が
あ
る
。

西
ド
イ
ツ
憲
法
一
二
条
は
、
第
一
項
で
「
政
党
の
内
部
秩
序
は
、
民
主
的
原
則
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
上
、
第
二
項

で
「
政
党
で
、

そ
の
目
的
ま
た
は
そ
の
党
員
の
行
為
が
自
由
な
民
主
的
基
本
秩
序
を
侵
害
も
し
く
は
除
去
し
、
ま
た
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和

国
の
存
立
を
危
く
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
は
、
違
憲
で
あ
る
o

違
憲
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
こ
れ
を
裁
判
す
る
o
」

と
規
定
し
、
こ
の
条
項
が
違
憲
政
党
を
排
除
す
る
法
的
効
力
を
有
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

西
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
一
二
条
を
適
用
し
て
二
つ
の
政
党
に
対
し
て
違
憲
で
あ
る
と
の
判
断
を
下
し
た
。
最
初
は
一
九
五
二
年

一
O
月
二
三
日
の
ナ
チ
ス
党
の
再
建
と
し
て
の
社
会
主
義
国
権
党
に
対
す
る
判
決
、
第
二
は
一
九
五
六
年
八
月
一
七
日
の
ド
イ
ツ
共
産
党

に
対
す
る
判
決
で
あ
る
o

後
者
の
判
決
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
「
現
在
あ
る
の
と
は
ち
が
っ
た
自
由
民
主
主
義
の
社
会
的
・
政
治
的
特
色

を
追
求
す
れ
ば
」
違
憲
で
あ
る
と
し
て
、
政
党
の
目
的
だ
け
の
審
査
か
ら
政
党
が
違
憲
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
、
政
党
の
目
的

が
「
自
・
自
民
主
主
義
」
の
秩
序
と
合
致
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
判
断
す
る
と
の
態
度
を
明
ら
か
に
し
た
。



こ
の
判
決
は
憲
法
制
定
者
の
予
想
を
超
え
て
偶
然
に
出
さ
れ
た
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
正
に
、
反
民
主
主
義
的
な
勢
力
に
対
し
て

「
闘
う
民
主
制
」
を
設
定
す
る
と
い
う
憲
法
制
定
者
の
意
図
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
o

戦
後
西
ド
イ
ツ
憲
法
を
制
定
し
た
人

々
が
、
ヮ
イ
マ
l
ル
の
苦
い
経
験
の
反
省
か
ら
、
「
反
民
主
主
義
勢
力
の
攻
撃
に
対
し
て
、
み
ず
か
ら
を
守
る
こ
と
の
で
き
る
戦
闘
的
民

主
制

P
P
B
1
2号
Z
U
O
E
O
-内
E
号
)
を
設
け
よ
う
」
と
し
て
設
け
ら
れ
た
の
が
こ
の
条
項
で
あ
り
、
憲
法
制
定
者
は
「
民
主
制
」
と

い
う
極
め
て
抽
象
的
な
要
素
の
判
断
を
含
め
て
、
民
主
主
義
を
守
る
任
務
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
託
し
た
の
で
あ
っ
勺
先
に
あ
げ
た
二

つ
の
判
決
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
自
ら
に
付
託
さ
れ
た
要
請
に
応
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

政
党
の
目
的
と
い
う
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
、

一
国
家
機
関
で
あ
る
憲
法
裁
判
所
が
、
民
主
的
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
判

断
す
る
が
如
き
は
民
主
主
義
に
と
っ
て
極
め
て
危
険
な
あ
り
方
だ
と
言
え
る
が
、
西
ド
イ
ツ
憲
法
の
制
定
者
は
こ
の
道
を
遷
ん
だ
。
フ
ラ

γ
ス
に
お
い
て
も
、
第
四
共
和
制
憲
法
、
第
五
共
和
制
憲
法
制
定
の
際
に
、
反
民
主
主
義
的
政
党
を
排
除
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
を
主

フランス憲法における政党の地位伺(完)

張
す
る
声
が
あ
っ
た
が
そ
れ
は
大
勢
を
占
め
な
か
っ
た
o

結
局
、
反
民
主
主
義
的
な
政
党
を
国
家
機
関
の
手
に
よ
っ
て
排
除
す
る
こ
と
を

意
図
し
て
い
る
か
否
か
、
こ
こ
に
フ
ラ

γ
ス
と
西
ド
イ
ツ
の
政
党
条
項
と
の
大
き
な
差
異
が
あ
り
、
こ
れ
が
二
つ
の
条
項
の
異
な
る
解

釈
・
運
用
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

第
三
に
、
政
党
を
含
む
結
社
が
、
法
律
に
よ
っ
て
か
な
り
厳
格
に
規
制
さ
れ
な
が
ら
司
法
機
関
の
自
由
主
義
的
な
法
の
解
釈
・
運
用
に

よ
っ
て
大
幅
な
規
制
を
免
れ
て
い
る
点
に
フ
ラ
ソ
ス
の
結
社
に
関
す
る
法
制
の
い
ま
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
フ
ラ

γ
ス
は
、
憲
法
典
に
違

憲
な
政
党
の
排
除
を
規
定
す
る
と
い
う
あ
り
方
を
と
ら
な
い
代
り
、
結
社
一
般
を
一
九

O
一
年
法
及
び
一
九
三
六
年
法
と
い
う
二
つ
の
実

北法28(1・175)175

定
法
に
よ
っ
て
厳
格
に
規
制
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
法
律
は
政
党
・
結
社
を
そ
の
目
的
だ
け
の
審
査
か
ら
違
法

と
す
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
適
用
の
任
に
あ
た
っ
た
司
法
機
関
(
司
法
裁
判
所
及
び
国
務
院
)
は
そ

の
よ
う
な
態
度
を
と
ら
ず
、

υ
暴
力
υ

の
要
素
を
伴
う
結
社
の
み
を
規
制
す
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
る
(
第
二
章
参
照
)
0

フ
ラ
ン
ス



説

の
結
社
に
関
す
る
法
制
は
結
社
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
寛
大
で
あ
る
と
言
え
る
が
、

そ
れ
は
憲
法
の
政
党
条
項
の
規
定
の
仕
方
だ
け
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で
な
く
、
司
法
機
関
の
法
の
運
用
の
あ
り
方
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
と
い
え
る
。

'!:Lλ 

員同

フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
政
党
の
地
位
の
考
察
は
ま
た
ト
リ
ー
ベ
ル
の
理
論
、

と
り
わ
け
彼
の
言
う
政
党
の
憲
法
的
編
入
の
意
義
に
関

し
て
一
つ
の
疑
問
を
提
起
す
る
o

ト
リ

I
ベ
ル
は
有
名
な
「
憲
法
と
政
党
」
の
論
文
の
中
で
、
政
党
に
対
す
る
国
法
の
態
度
は
歴
史
的
に
見
て
、
敵
視
の
段
階
、
無
視
の

段
階
、
法
律
に
よ
る
承
認
と
合
法
化
の
段
階
、
憲
法
的
編
入
の
段
階
と
進
ん
で
来
た
と
言
っ
た
o

ト
リ
l
ベ
ル
の
説
く
政
党
の
憲
法
上
の

編
入
の
段
階
は
必
ず
し
も
明
快
で
は
な
い
が
、
「
国
家
が
政
党
を
基
礎
と
し
て
成
立
す
る
時
代
」
と
言
っ
て
い
る
処
か
ら
見
て
、

積
極
的

に
は
憲
法
に
お
い
て
政
党
に
役
割
を
与
え
る
条
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
消
極
的
に
は
憲
法
に
お
い
て
政
党
の
役
割
を
否
定
す
る
よ

う
な
条
項
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
も
っ
て
憲
法
的
一
編
入
の
段
階
を
示
す
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
o

西
ド
イ
ツ

憲
法
は
そ
の
二
一
条
の
存
在
の
故
に
憲
法
的
編
入
の
段
階
に
入
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
一
勺
こ
れ
は
右
の
よ
う
な
ト
リ

ー
ペ
ル
理
論
の
理
解
の
上
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
言
え
る
。
こ
の
見
方
に
従
え
ば
、
ブ
ラ

γ
ス
に
お
い
て
は
、
政
党
に
役
割
を
与
え
る
条

項
を
設
け
た
第
五
共
和
制
憲
法
は
第
四
共
和
制
憲
法
よ
り
も
一
段
と
進
ん
だ
段
階
に
あ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
こ

れ
ま
で
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
憲
法
秩
序
に
お
け
る
政
党
の
地
位
は
、
実
際
に
は
、
第
四
共
和
制
憲
法
の
下
に
お
け
る
方
が
第
五
共
和
制
憲

法
に
お
け
る
よ
り
も
は
る
か
に
高
か
っ
た
の
で
あ
る
o

第
四
共
和
制
の
下
で
は
、
国
民
議
会
の
選
挙
制
度
と
し
て
、
政
党
本
位
の
名
簿
投
票
制
・
比
例
代
表
制
が
と
ら
れ
、
憲
法
自
身
が
議
員

グ
ル
ー
プ
に
若
干
の
役
割
を
与
え
て
い
た
し
、
議
会
法
が
議
員
グ
ル
ー
プ
に
大
き
な
役
割
を
与
え
る
な
ど
政
党
の
地
位
は
極
め
て
高
か

っ
た
o

第
五
共
和
制
の
下
で
は
、
国
民
議
会
の
選
挙
制
度
と
し
て
単
記
投
票
制
が
と
ら
れ
、
憲
法
の
議
員
グ
ル
ー
プ
へ
の
言
及
が
姿
を
消

し
、
議
会
法
に
お
け
る
議
員
グ
ル
ー
プ
の
地
位
が
低
下
す
る
な
ど
憲
法
秩
序
に
お
け
る
政
党
の
地
位
・
役
割
は
第
四
共
和
制
に
比
し
て
低



下
し
て
い
る
。

し
か
し
政
党
条
項
を
設
け
た
第
五
共
和
制
憲
法
の
下
に
お
い
て
政
党
条
項
を
設
け
て
い
な
い
第
四
共
和
制
憲
法
の
下
に
お
け
る
よ
り
も

政
党
の
地
位
が
後
退
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
仔
細
に
事
情
を
検
討
し
て
見
る
と
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。
第
四
共
和
制
憲
法
制
定
者

は
政
党
の
役
割
の
重
要
性
を
認
識
し
憲
法
典
に
政
党
に
関
す
る
規
定
を
設
け
よ
う
と
し
た
が
、
憲
法
に
政
党
条
項
を
設
け
る
こ
と
の
困
難

と
予
想
さ
れ
る
弊
害
の
故
に
そ
れ
を
放
棄
し
、
他
面
で
、
憲
法
に
、
政
党
の
議
会
内
勢
力
と
も
言
え
る
議
員
グ
ル
ー
プ
に
特
権
的
な
役
割

を
与
え
る
規
定
を
設
け
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
た
の
で
あ
る
o

こ
れ
に
対
し
て
、
第
五
共
和
制
の
政
党
条
項
は
、
成
立
し
た
時
に
は
そ
の

フラソス憲法における政党の地位同(完)

当
初
の
意
図
は
貫
徹
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
が
、
共
産
党
と
い
う
特
定
の
政
党
を
規
制
・
抑
圧
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
人
々
の
発
案
に

端
を
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
知
っ
て
見
る
と
、
プ
ラ
ソ
ス
憲
法
に
お
け
る
政
党
の
地
位
の
変
遷
(
と
く
に
第
四
共

和
制
か
ら
第
五
共
和
制
へ
の
変
遷
)
の
実
情
が
政
党
の
法
律
に
よ
る
承
認
と
合
法
化
の
段
階
か
ら
憲
法
的
編
入
の
段
階
へ
の
発
展
を
説
く

そ
れ
以
上
に
ト
リ
ー

ト
リ
ー
ベ
ル
の
理
論
に
適
合
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

ベ
ル
理
論
の
問
題
性
を
も
示
し
て
い
る
o

一
面
で
は
フ
ラ

γ
ス
の
特
殊
性
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
は
、

一
言
で
言
え
ば
、

ト
リ
l
ペ
ル
は
、
「
憲
法
と
政
党
」
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
考

察
の
対
象
を
憲
法
典
を
中
心
に
し
、
憲
法
典
が
、
政
党
に
役
割
を
与
え
た
条
項
を
設
け
て
い
る
か
否
か
、
政
党
の
働
き
を
規
制
す
る
条
項

を
設
け
て
い
る
か
否
か
を
考
察
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
o

こ
れ
ま
で
の
ブ
ラ
ヅ
ス
憲
法
に
お
け
る
政
党
の
地
位
の
考
察
は
、
一
国
の
憲
法

が
政
党
に
対
し
て
ど
う
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
る
か
は
、
憲
法
典
だ
け
で
は
な
く
、
諸
法
令
や
判
例
等
を
も
含
む
憲
法
秩
序
を
考
察
の
対

象
に
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
示
し
て
い
る
o

そ
れ
は
同
時
に
ト
リ
ー
ベ
ル
の
言
う
「
憲
法
的
編
入
」
の
観
念
を
と
ら
え
な
お
す
こ
と
の
必

要
性
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
無
条
件
的
に
、
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「
憲
法
と
政
党
」

の
関
係
に
お
け
る
最
も
進
ん
だ
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
の
不
適
切

な
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。

(
1〉

た
と
え
ば
ハ
イ
テ
は
、
政
党
を
他
の
結
社
か
ら
区
別
し
、
「
政
党
に
、
憲
法
上
、
『
特
権
的
地
位
』
を
与
え
る
」
と
い
う
点
を
、
政
党
の
憲
法
的
融
合
の



説

一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
い
る
門
前
掲
・
小
林
昭
一
一
一
「
政
党
の
い
わ
ゆ
る
憲
法
的
融
合
に
つ
い
て
」
、

は
フ
ラ
ン
ス
の
あ
り
方
は
高
い
評
価
は
与
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
2
〉
な
お
こ
の
立
場
は
、
政
党
が
一
般
結
社
と
同
様
に
「
私
的
な
制
度
」
(
呂
田
己
E
C
C
ロ
官
Z
A
X
)
(豆
-
H
P
烈

rz仲

B
r
D旬・

2
了
間
)
・

3
で
あ
る
こ

と
を
当
然
に
、
前
提
と
し
て
い
る
。

(

3

)

ド
イ
ツ
共
産
党
を
途
窓
と
し
た
判
決
は
、
「
一
二
条
二
項
は
具
体
的
企
行
を
要
件
と
し
な
い
。
党
の
政
治
的
方
針
が
原
則
的
に
お
よ
び
永
続
し
て
傾
向

的
に
自
由
・
民
主
的
根
本
秩
序
に
向
け
ら
れ
て
い
る
意
図
に
よ
り
決
定
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
る
よ
、
「
政
党
が
、
一
切
の
自
由
・
民
主
的
秩
序
一
般
を
よ

り
た
や
す
く
排
除
す
る
過
渡
段
階
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
た
め
、
連
邦
共
和
国
に
お
い
て
現
在
あ
る
の
と
ち
が
っ
た
自
由
民
主
々
義
の
社
会
的
・
政

治
的
特
色
を
追
求
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
違
憲
で
あ
る
」
と
し
た
(
傍
点
筆
者
)
。
結
局
、
判
決
は
、
政
党
が
現
在
あ
る
「
自
由
民
主
々
義
」
の
体
制
と

は
異
な
る
体
制
を
目
ざ
す
ば
あ
い
、
そ
の
意
図
(
な
い
し
目
的
)
を
審
査
し
て
違
憲
の
判
断
を
な
し
う
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
西
ド
イ
ツ
共
産
党
違
憲
判

決
に
つ
い
て
、
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
コ
一
号
、
ド
イ
ツ
判
例
百
選
(
有
斐
閣
)
一
二
頁
以
下
の
影
山
日
出
弥
教
授
の
論
稿
を
参
照
。

(

4

)

前
掲
・
宮
沢
俊
義
「
た
た
か
う
民
主
制
」
一
六
四
頁
。

(
5
〉
宮
沢
・
前
掲
書
一
六
六
頁
参
照
。

(

6

)

前
掲
・
ト
リ
ー
ベ
ル
、
美
濃
部
達
士
口
訳
「
憲
法
と
政
党
」
一
頁
。

(

7

)

ト
リ
ー
ベ
ル
・
前
掲
書
二

O
頁。

〈

8
)

前
掲
・
佐
藤
功
「
憲
法
と
政
党
」
三
八
九
頁
。
丸
山
健
。

(
9
)

も
っ
と
も
第
五
共
和
制
憲
法
第
四
条
は
西
ド
イ
ツ
憲
法
二
一
条
よ
り
も
政
党
に
小
さ
な
役
割
し
か
与
え
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
村
西
ド
イ
ツ
憲
法
二
一

条
は
「
政
党
は
国
民
の
政
治
的
意
思
の
形
成
に
協
力
す
る
」
と
あ
る
に
対
し
、
こ
の
条
項
は
「
投
票
に
よ
る
意
思
の
表
明
」
に
限
定
し
て
い
る
点
、
同
西

ド
イ
ツ
憲
法
は
二
一
条
を
、
第
二
章
の
「
連
邦
及
び
州
」
の
中
に
規
定
し
、
政
党
に
高
い
地
位
を
与
え
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
る
点
に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
前
掲
・
丸
山
健
「
政
党
法
論
」
一
一
八
頁
参
照
。
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一
O
九
頁
〉
。
こ
の
よ
う
な
論
者
の
立
国
明
か
ら

論

l
l
i
完

|

|



La position juridique des partis politiques sous la 

Constitution francaise. (3) 

Y oshiyasu ONO 

λla suite du numero 2 du volume XXVII de cette Revue， on 

examine dans ce numero la posi tion des partis politiques dans les lois 

electorales et dans les constitutions francaises. 

Avant la IVe Republique， les partis politiques ont obtenu une posi-

tion avantageuse dans les lois electorales par le scrutin de Iiste. Trois 

lois electorales de la IVe Republique adoptent le systeme du scrutin de 

liste， dans lequel I・electeur ne vote pas un candidat mais vote une liste 

des candidats. D'ailleurs， elles adoptent le syst色mede la representation 

proportionnelle， dans lequel les si在gessont repartis en raison du nombre 

qu'ont acquis les Iistes des partis. Dans c巴 syst主meles partis ont un tres 

grand pouvoir sur les candidats. La loi electorale de l' Assemblee natio-

nale sous la Ve Repudlique adopte le scrutin uninominal. Dans ce syst色me

I'inf!uence des partis sur les candidats est moins puissante que dans le 

systeme du scrutin de liste. Mais， en considerant le fait que dans ce 

syst色meles partis poli tiques jouent pratiquement un role important， le 

Conseil constitutionel examine， quand iI juge la validite de I沼lection，si 

un candidat a effectivement obtenu le soutien (I'investiture) du parti. Et 

la juridiction judiciaire a proclame que le droit d'user le nom de parti 

est exclusif. 

La Constitution de la Ve Republique etablit pour la premiとrefois 

la c1ause relative aux partis politiques. Juridiquement cette c1ause ne 

donne aucune prerogative ou n'impose aucune reglementation speciale aux 

partis politiques distingues des associations en general. Cet article a la 

signi五cationde confirmer la garantie de formation et de I'action ¥ibres 

des partis politiques et de leur imposer ¥e devoir moral de "respecter ¥e 

principe de la souverainete nationale et de la democratie." 

Conclusion 

En mani色rede conc¥usion， nous indiquons ici que¥ques traits cara-

cteristiques en ce qui concerne la position juridique des partis politiques 

sous ¥a Constitution francaise actuelle et examinons la theorie de Triepel. 

Se¥on nous， la position juridique des partis politiques sous la Consti-

tution francaise a trois traits caracteristiques suivants. Premi色rement，

quant a la garantie et la reglementation， les partis politiques ne sont pas 

distingues des associations en general. Sous la Constitution et les lois 
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positives actuelIes， ¥es partis po¥itiques ont ¥a meme garantie et ¥a meme 

reg¥ementation que autres associations. La cIause re¥ative aux partis po¥i-

tiques dans ¥a Constitution de 1958 (articIe 4) a pour objet .. ¥es partis 

et groupements politiques." Se¥on nous， cette attitude qui ne distingue 

pas ¥es partis po¥itiques des associations en genera¥ est tr色s¥ibera¥e et 

preferab¥e a ¥'attitude contraire. Deuxi色mement，bien que ¥es associations 

(y compris ¥es partis politiques) soient reg¥ementees par ¥es ¥ois posi-

tives， elIes echappent a ¥a reg¥ementation stricte， specia¥ement quant 

a ¥'ideo¥ogie de ¥'association， grace a ¥'interpretation des ¥ois (¥oi de 1901 

et celIe de 1936) par ¥a juridiction judiciaire et ¥e Consei¥ d'企tat.Troisie-

mement， ¥a phrase de ¥'articIe 4 de ¥a Constitution de 1958， qui dit "IIs 

(partis et groupements po¥itiques) doivent respecter ¥es principes de 

¥a souverainete nationa¥e et de ¥a democratie" est interpretee comme 

n'ayant pas ¥a va¥eur juridique mais ayant seu¥ement ¥a va¥eur mora¥e. 

λcet egard， cet articIe differe de ¥'artic¥e 21 du Grundgesetz fur die 

Bundesrepu b¥ik Deutsch¥and. 

Nous avons p¥us haut montre que ¥'etab¥issement de ¥a cIause 

re¥ative aux partis po¥itiques dans ¥e texte de ¥a constitution ne signi五e

pas toujours une estimation p¥us grande pour 1a position juridique du 

parti po¥itique. Ceci presente un doute concernant ¥a theorie de Triepe¥; 

i¥ dit que ¥'attitude de ¥a 10i envers 1es partis po1itiques evo¥ua historique-

ment. II y trouve quatre etapes， c'est-a-dire， 1百tapede l'hostilite， celIe 

de 1a neg¥igence， celIe de ¥a reconnaissance par ¥a ¥oi (ou legalisation)， 

celIe de ¥'incorporation dans ¥e texte de ¥a constitution. Se10n cette theorie， 
¥a position juridique des partis po¥itiques sous ¥a ve Repu b1ique doit 

etre p1us estimee que celIe sous ¥a IVe Repub¥ique. Mais， en rea¥ite， ¥a 

position juridique des partis politiqus sous ¥a V. Repub1ique est moins 

estimee que celIe sous ¥a IVe Repub¥ique. Nous devrions reexaminer ¥a 

theorie de TriepeI. 
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